
 

■災害状況等の収集伝達系統 
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■防災関係機関の収集する情報 

 

情報・連絡内容 情報収集・連絡系統図 

１．被害・復旧の状況 

①人的被害状況 

住居被害状況 

火災状況 

   印南町                日高振興局        県本部 （福祉保健総務課） 
      （総務班）          （総務県民課）            （防災企画課） 
             →救助・厚生班、建設班 
   消防機関 
   ｜ 
   御坊警察署                            警察本部 

②医療救護情報 

  印南町                御坊保健所                県本部（福祉保健部） 
   ｜（総務班→医療班） 
   医療機関 
   ｜ 
   日高医師会                            県医師会 

③災害時要配慮者情報

  印南町                日高振興局              県本部（福祉保健部） 
   ｜（総務班→救助・厚生班） 
   福祉施設等 
   ｜ 
   民生委員 

④道路被害状況
  道路復旧状況 
  道路渋滞状況 
  交通規制状況 

  印南町                日高振興局          県本部 
      （総務班→建設班） 
 
   御坊警察署                            警察本部 

⑤堤防、護岸、海岸 

  施設の状況 

                           県本部（農林水産部） 
   印南町 
     （総務班               日高振興局             県本部 
      →建設班）

⑥ライフライン状況 

   ライフライン関係機関 
 
   印南町（水道）                   日高振興局          本部（関係各課） 
     （医療班） 

⑦文教施設関係情報 

   印南町                日高振興局        本部（教育庁） 
     （教育班） 
 
   県立文教施設 
   民間文化施設 

⑧その他の施設の状況

   印南町                日高振興局 
     ｜ 
   県立施設                                            本部（関係各課） 
     ｜ 
   その他の施設 

２．対策の実施状況 

①住民避難の状況 

  印南町                日高振興局        県本部（福祉保健部） 
     ｜（総務班）       （総務県民課） 
   御坊警察署                              警察本部 

②救援物資 
  避難所の運営 
  ボランティア 

  印南町                日高振興局        県本部（福祉保健部） 
  （総務班、救助・厚生班）  （総務県民課） 
                                       救援対策部門 

③その他の対策状況 

   印南町                日高振興局                県本部（関係各課） 
     ｜（総務班） 
   関係機関 
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■広報の伝達経路 
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■広報例文：各種情報の広報例文 

 

 〔例文１〕  大雨に関する情報の周知と住民への注意喚起 

◎（梅雨）前線による大雨に関する情報について、お知らせします。 

○○地方では、（梅雨）前線が引き続き停滞し、○○町○○では、降り始めてか

らの雨量が△△ミリに達しております。 

これから夜半にかけて（梅雨）前線が活発になるおそれがありますので、今後の

雨の降り方に十分注意して下さい。 

また、災害を未然に防ぐためにも、家のまわりに山やがけ地のあるお宅は、斜面

に亀裂や異常出水が起きていないか点検するとともに、異常があれば早めに避難し

て下さい。 

雨は、今後も降り続く見込みです。テレビやラジオ等の気象情報に注意して下さ

い。 

なお、○○公民館、◇◇小学校体育館は、避難所として開放していますので、ご

利用下さい。 
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〔例文２〕  避難準備、勧告、指示 

≪水害≫ 

［避難準備・高齢者等避難開始］ 

こちらは、印南町(印南町災害対策本部)です。 

○○時○○分に○○地区、○△地区、△△地区に対して避難準備・高齢者等避難開

始を発令しました。 

【○○川の水位が○○ｍになっており、】今後の状況によっては、○○川がはん濫

するおそれがありますので、○○○○（避難所）などのできるだけ安全な避難先に避

難してください。 

（防災行政無線及び広報車の場合：切迫感を持って伝える） 

 

［避難勧告］ 

こちらは、印南町(印南町災害対策本部)です。 

○○時○○分に○○地区、○△地区、△△地区に対して避難勧告を発令しました。

【○○川の水位が○○ｍになっており、】今後、○○川がはん濫する危険がありま

すので、○○○○（避難所）などのできるだけ安全な避難先に【近所の方に声を掛け

ながら】避難してください。 

【また、逃げ遅れた場合には、自宅の２階や近くの建物の高層階等にて身の安全を

確保してください。】 

（防災行政無線及び広報車の場合：多少早口で切迫感を持って伝える） 

＜※危険性を伝える情報伝達＞ 

・○○川の水位が上昇し、はん濫するおそれがあります。 

・○○川で水位が○○ｍに達しています。 

・○○川の○○付近で堤防の異常が認められます。 

・○○付近で浸水が発生しています。 ……など 

 

［避難指示（緊急）］ 

こちらは、印南町(印南町災害対策本部)。 

○○時○○分に○○地区、○△地区、△△地区に対して避難指示(緊急)を発令した。

【○○川の水位上昇により、はん濫する危険性があるので、】直ちに○○○○（避

難所）等へ避難すること。 

また、逃げ遅れた場合には、自宅の２階や近くの建物の高層階等にて身の安全を確

保すること。 
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≪土砂災害≫ 

［避難準備・高齢者等避難開始］ 

こちらは、印南町(印南町災害対策本部)です。 

○○時○○分に○○地区、○△地区、△△地区に対して避難準備・高齢者等避難開

始情報を発令しました。 

土砂災害の兆候がありますので、○○○○（避難所）などのできるだけ安全な避難

先に避難してください。 

（防災行政無線の場合：多少早口で切迫感を持って伝える） 

 

［避難勧告］ 

こちらは、印南町(印南町災害対策本部)です。 

○○時○○分に○○地区、○△地区、△△地区に対して避難勧告を発令しました。

【土砂災害警戒情報が発表されており、】今後土砂災害による重大な被害のおそれ

がありますので、○○○○（避難所）などのできるだけ安全な避難先に避難してくだ

さい。 

＜※危険性を伝える情報伝達＞ 

・土砂災害警戒情報が発表されています。 

・○○地区で（がけ崩れ・土石流・地すべり）が発生しています。 

・浸水により〇〇道は通行できません。 ………など 

 

［避難指示（緊急）］ 

こちらは、印南町(印南町災害対策本部)。 

○○時○○分に○○地区、○△地区、△△地区に対して避難指示(緊急)を発令した。

【土砂災害が発生しているため、】直ちに○○○○（避難所）等へ避難すること。

また、逃げ遅れた場合には、自宅の２階や近くの建物の高層階等で、斜面と反対側

の部屋にて身の安全を確保すること。 
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≪津波≫ 

［避難勧告］ 

こちらは、印南町(印南町災害対策本部)です。 

○○時○○分に本町沿岸部全域に対して避難勧告を発令しました。 

直ちに安全な高台へ避難してください。 

 

［避難指示（緊急）］ 

こちらは、印南町(印南町災害対策本部)です。 

○○時○○分に本町全域に対して避難指示(緊急)を発令しました。 

直ちに安全な高台へ避難してください。 

＜※津波到達まで30 分程度＞ 

こちらは、印南町(印南町災害対策本部)。 

沿岸部にいる人は、直ちにできるだけ遠くの高台に避難すること。 

＜※津波到達まで10 分程度＞ 

こちらは、印南町(印南町災害対策本部)。 

沿岸部にいる人は、直ちに高台に避難しなさい。 

逃げ遅れた人は、近くのできるだけ高い建物の２階以上へ避難しなさい。 

※防災行政無線による放送の場合には、サイレン音を鳴らすこと。 

＜※津波到達直前＞ 

こちらは、印南町(印南町災害対策本部)。 

直ちに高台に避難しなさい。 

逃げ遅れた人は、近くのできるだけ高い建物の２階以上へ避難しなさい。 

＜※津波到来（警報解除まで）＞ 

こちらは、印南町(印南町災害対策本部)。緊急速報。 

津波は引いているが、まだ危険な状況。 

引き続き避難を継続すること。 

※防災行政無線による放送の場合には、サイレン音を鳴らすこと。 

 

≪地震≫ 

［震度４］ 

こちらは、印南町(印南町災害対策本部)です。 

ただいま、地震がありました。みなさん落ち着いて行動してください。 

まず、身の安全を守り、火の始末をしてください。 

あわてて、外へ飛び出さないでください。 

 

［震度５弱以上］ 

こちらは、印南町(印南町災害対策本部)です。 

ただいま、強い地震がありました。みなさん落ち着いて行動してください。 

まず、身の安全を守り、火の始末をしてください。 

あわてて、外へ飛び出さないでください。 

狭い路地やブロック塀には気をつけてください。 
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 〔例文３〕  火災発生の状況 

◎  ○○町付近で火災が発生しています。 

○○戸が焼失し、現在も延焼中です。 

◎  現在、○○地区の火災は、○○方面へ燃え広がっています。 

○○地域の住民の方は、直ちに○○へ避難して下さい。 

 ◎ 町内の皆さん、避難の用意をして下さい。 

   ○○町付近で火災が発生しています。 

   飛び火に注意しながら、安全な○○へ避難して下さい。 

 

 〔例文４〕  交通の状況 

 ◎  現在、○○線は、すべて運転を見合わせています。 

ＪＲでは、線路などの点検を行っていますが、まだ運転再開の見通しは立って

いません。今後の情報に注意して下さい。 

 ◎  現在、町内のすべての道路（○○通り）が○○のため、車両の通行が禁止さ

れています。 

町民の皆さん、自動車は使用しないで下さい。 

ドライバーの皆さんは、現場の警察官等の指示に従って下さい。 

 ◎  現在、○○線は、○○～○○間で運転が一部再開されました。 

 ◎  現在、町内を運行しているバスは、○○通りを走っている○○交通の○○行

きです。 

その他のバスは、運転の見通しが立っていません。 

 

 〔例文５〕  り災者の避難収容場所の周知 

◎  避難所のお知らせをいたします。 

被災者の避難場所は、○○と○○に設置されています。 

お困りの方は、直接避難所にお出になるか、町役場にご相談下さい。 

 

 〔例文６〕  防疫、保健衛生に関する注意 

◎  町民の皆さん、食中毒や感染症にかからないように、飲み水は沸かして飲むな

ど、衛生面に十分注意して下さい。 

また、熱が出たり、下痢など、身体に異常を感じたときは、すぐ医師の手当て

を受けて下さい。 

食中毒症状の時は、○○保健所へ連絡して下さい。 
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■和歌山県下消防広域相互応援協定 

 

（目的） 

第１条  この協定は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 39 条の規定に基づき、和

歌山県域内（以下「県下」という。）において大規模又は特殊な災害が発生した場合

における消防相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。 

（協定市町村等） 

第２条  この協定は、県下の市町村及び消防の一部事務組合（以下「市町村等」という。）

相互間において締結するものとする。 

（対象とする災害） 

第３条  この協定の対象とする災害は、次の掲げる災害とする。 

(1) 大規模な地震、風水害等の自然災害 

(2) 大規模な火災、林野火災並びに高層建築物火災及び危険物施設火災等の特殊火

災 

(3) 航空機事故、列車事故等の大規模又は特殊な事故 

(4) 上記以外の災害で、応援を必要とする災害 

（応援要請） 

第４条  この協定に基づく応援要請は、前条各号に規定する災害が発生した地域を管轄す

る市町村等（以下「要請側市町村等」という。）の長（一部事務組合の管理者を含む。

以下同じ。）又は消防長が要請側市町村等の消防力のみでは十分に対応できないと認

める場合において、本協定を締結している他の市町村等（以下「応援側市町村等」

という。）の長又は消防長に対して行うものとする。 

２  前項に規定する応援要請は、電話等により次の事項を明確にして行うものとし、事

後速やかに文書を提出するものとする。 

(1) 災害の発生日時、場所、種別及び状況 

(2) 被害状況 

(3) 必要とする人員、車両及び資機材等 

(4) 集結場所及び連絡責任者 

(5) その他必要事項 

（応援隊の派遣） 

第５条  応援側市町村等の長又は消防長は、前条の規定により応援要請を受けたときは、

業務に重大な支障がない限り応援を行うものとする。 

２  応援側市町村等の長又は消防長は、前条の応援要請に応ずることができない場合は、

その旨を速やかに要請側市町村等の消防長に通報するものとする。 

３  応援側市町村等の長又は消防長は、当該災害の規模、状況等により応援の必要があ

り、かつ、要請側市町村等の長又は消防長が応援要請を行うことが困難であると認め

られるときは、前条の応援要請を待つことなく応援隊を派遣することができるものと

する。この場合において、当該応援隊の派遣は、同条の応援要請により行ったものと

みなす。 
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（応援隊の指揮） 

第６条  要請側市町村等における応援側の指揮は、原則として要請側市町村等の長又は消

防長が、応援隊の長に対して行うものとする。 

（応援隊等の登録） 

第７条  各市町村等は、応援要請に備え、応援出動が可能な部隊及び資機材を予め登録し

ておくものとする。 

（経費の負担） 

第８条  この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の区分によるものとする。 

(1) 応援側市町村等が負担する経費 

ア  出動隊員の人件費、災害補償費 

イ  出動車両及び機械器具の燃料費（現地で調達したものを除く。） 

ウ  応援により特に要した車両及び機械器具の小修理に要する経費 

エ  応援出動中、応援隊が起こした交通事故による損害の賠償に要する経費 

オ  被服の損料費 

(2) 要請側市町村等が負担する経費 

ア  車両及び機械器具の燃料費で、現地で調達したもの 

イ  応援により特に要した車両及び機械器具の大修理に要する経費 

ウ  応援に際し特に調達した化学消火薬剤費等 

エ  応援活動中に第三者に与えた損害の賠償費等（応援隊が起こした交通事故によ

る賠償に要する経費を除く。） 

オ  応援隊員の死傷に伴う賞じゅつ金 

カ  その他、応援活動中に要した諸経費 

２  経費負担に疑義が生じた事項については、その都度双方協議のうえ決定するものと

する。 

（情報提供等） 

第９条  協定市町村等は、この協定の効率的な運用を図るために必要な各種消防関係情報

等を相互に提供するものとする。 

（実施細目） 

第 10 条  この協定の実施について必要な事項は、協定市町村等の消防長（消防本部を置

かない町村及び消防組合を構成する町村にあっては、消防事務担当課長）が協議し

て定めるものとする。 

（疑義） 

第 11 条  この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度協定市

町村長等が協議のうえ決定するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、協定書 58 通を作成し、市町村等において各１通を保有

するものとする。 

 

平成 ８ 年 ３月１日 締結 

平成 25 年９月２日 一部変更 
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■消防広域応援要請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災 害 発 生 現 場  市 町 村 等 の 長 市 町 村 等 の 長 

現 場 責 任 者  
近 隣 市 町 村 等  

消 防 機 関 の 長 

市 町 村 等 の 長 

ブ ロ ッ ク 内 応 援 

消 防 機 関 の 長  

市 町 村 等 の 長 

ブ ロ ッ ク 内 応 援 

消 防 機 関 の 長  

要請側ブロック代表（副） 

消防機関の長［御坊市消防本部］ 

県 代 表 （副） 

消 防 機 関 の 長 

応援側ブロック代表（副）

消防機関の長 

状況把握 指示 報告 指示 

指示 

指示 

報告 

報告

報告 

要請 

要請 

要請 

要請 

報告・要請 要請 

県代表消防機関  ＝  和歌山市消防局 

県副代表消防機関＝  御坊市消防本部、田辺市消防本部 

紀中ブロック代表消防機関  ＝  御坊市消防本部 

紀中ブロック副代表消防機関＝  日高広域消防事務組合消防本部 

要請側消防機関の長  

［日 高 広 域 消 防 事 務  

組 合 消 防 本 部 ］ 

県 知 事  

連絡・調整

要請 

消 防 庁 長 官  

要請 

応援要請

応 援 側 

都 道 府 県 知 事

応援要請
応援側都道府県  

代表消防機関の長 

応援要請

連絡 

応援側消防機関  

応 援 側 市 町 村 等 

応援要請
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■緊急消防援助隊要請の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応援要請

要請 

市町村等の長 

県 知 事 

消防庁長官 

応援側都道府県知事 

応援側都道府県  

代表消防機関の長 

応援側消防機関  

応援側市町村  等  

応援要請 

応援要請 

応援要請
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■自主防災組織の班編成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

情 報 班 

消 火 班 

救出救護班 

避難誘導班 

給食給水班 

●被害状況の把握 

●被害状況の伝達 

●防災機関等との緊急連絡 

●消火体制の緊急確立 

●近隣事業所との連携 

●消防機関への協力 

●要救出者等の把握 

●応急救出救護活動 

●医療機関等への搬送 

●避難経路の安全確認 

●避難誘導 

●避難場所等における混乱防止

●給食物資等の調達と配分 

●町災害対策本部との連絡 

●炊き出し 

町本部 

活
動
方
針
の
企
画 

各
班
の
役
割
調
整 

防
災
機
関
と
の
連
絡 
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■燃料調達先 

（平成30年10月） 

 業 者 名 住 所 電 話 番 号 

ガ

ソ

リ

ン 

株式会社石橋 印南１７４１－１ ４２－０３０４ 

株式会社印南石油店 印南１２１３－１ ４２－０５５９ 

有限会社山中石油 島田１１６１－１ ４３－０１２７ 

春日石油（株） 

南谷給油所 
南谷１４１０ ４４－０６７７ 

プ 

ロ 

パ 

ン 

株式会社石橋 印南１７４１－１ 
４２－００２３ 

４２－０３０４ 

溝西商店 印南２４２１－７ ４２－０１４６ 

西和食品株式会社 島田１１０１－５ ４３－０１１７ 

小山商店 印南原８０１－２ ４４－００５１ 

岩津商店 印南１７９６ ４２－００２９ 
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■緊急通行車両等の事前届出制度のフローチャート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事前届出 

                      

○ 事前届出の書類に 

  より届出(２部提出) 

   ※再交付申請も同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※緊急通行車両の場合。 

 

２ 災害時等における緊急通行車両等の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※緊急通行車両の場合。 

届 出 者 
Ｏ「緊急通行車両等事前   

  届出済証」の保管 

警察署長 
Ｏ「緊急通行車両等事前   

届出済証」を交付 

公安委員会 

（交通規制課） 

Ｏ「緊急通行車両等事前  

届出済証」を送付 

Ｏ「緊急通行車両等事前 

届出済証」を作成 

事前届出車両 

○警察本部(交通規制課) 

○高速道路交通警察隊 

○最寄りの警察署 

○交通の検問場所 

車両の使用者 

○ 確認申出 

・緊急通行車両等事前届出済証を提示 

・緊急通行車両確認証明書に必要事項を記載 

○ 緊急通行車両等事前届出済証を確認 

○ 標章､確認証明書を作成 

○ 標章､確認証明書を交付 
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■町内医療機関 

名  称 所 在 地 電話番号 備   考 

川 口 医 院 印南町印南 3140-1 0738-42-0030 病床数 O 内,消,循 

西 岡 外 科 印南町印南 2275 0738-42-0237 病床数 0 内,外,整,理 

小溝クリニック 印南町島田 1163-11 0738-43-8000 
病床数 0 内,消,小,外,皮, 

肛,リ,放,麻 

上 平 医 院 印南町印南 2245-1 0738-42-0274 
病床数 0 内,呼,消,循,小 
      皮,放 

笹野クリニック 印南町古井 521 0738-45-0880 病床数 0 内,整,皮,理,麻 

 

■町内医薬品販売店 

名  称 所 在 地 電話番号 

古 川 薬 局 印 南 町 印 南 3148-3 0738-42-0002 

キリン薬局印南店 印 南 町 印 南 1996-3 0738-42-1270 

ココカラファイン印南店 印 南 町 印 南 1974 0738-42-8730 

タイコー堂薬局印南店 印 南 町 島 田 1164-1 0738-43-8011 
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■重症者の受入れ可能な後方医療機関 

 

○和歌山県災害拠点病院                          (その 1) 

区分 医療圏 医療機関名 住所 標榜診療科目 電話等 

総合 和歌山 
和歌山県立 
医科大学附属病院 

和歌山市紀三井寺
811-1 

糖尿病･内分泌･ 
代内･消内･呼内･ 
腫内･循内･神精･ 
神内･小･心血管外･ 
呼外･乳外･消外･ 
内分泌外･小外･ 
脳外･整･皮･泌尿･ 
産婦･眼･耳･放･麻･ 
歯外･リハ･血内･ 
救急･腎内･リウ･ 
形成･病理 

(TEL)073-447-2300
(衛星携帯) 

090-8654-2703
(FAX)073-441-0713

総合 和歌山 
日本赤十字社 
和歌山医療センター

和歌山市小松原通
四丁目20 

循内･消内･糖尿病･ 
内分泌内･血内･外･ 
小外･乳外･眼･耳･ 
産婦･小･泌尿･腎内･ 
皮･整･歯外･放治療･ 
放診断･脳外･麻･ 
呼内･心血管外･ 
リハ･神内･精･形成･ 
呼外･心内･リウ･ 
救急･病理･漢内･ 
感染内 

(TEL)073-422-4171
(衛星携帯) 

090-7355-2418
090-8829-1228

(FAX)073-427-2344

地域 和歌山 
労働者健康福祉機構
和歌山労災病院 

和歌山市木ノ本 
93-1 

内･神内･呼内･消内･ 
循内･血内･小･外･ 
呼外･整･脳外･皮･ 
泌尿･産婦･眼･耳･ 
リハ･放･麻･救急 

(TEL)073-451-3181
(衛星携帯) 
  080-8510-5306

080-8307-1320
(FAX)073-452-7171

地域 那 賀 公立那賀病院 紀の川市打田1282

内･呼内･小･外･整･ 
産婦･眼･耳･循内･ 
リウ･脳外･呼外･皮･ 
泌尿･リハ･放･麻･ 
乳外･精神･神内･ 
臨検･腎内･病理･ 
救急 

(TEL)0736-77-2019
(衛星携帯) 
  080-2542-0286

090-4304-2445
(FAX)0736-77-4659

地域 橋 本 橋本市民病院 
橋本市小峰台 
2-8-1 

内･心療内･呼内･ 
循内･小･外･整･ 
脳外･呼外･ 
心血管外･皮･泌尿･
産婦･眼･耳･リハ･ 
放･麻･乳外･歯外･ 
病理･腎内･消内･ 
代内･救急 

(TEL)0736-37-1200
(衛星携帯) 

090-7764-9984
(FAX)0736-37-1880

地域 有 田 有田市立病院 有田市宮崎町6 
内･循･小･外･整･脳･ 
皮･泌尿･産婦･眼･耳 

(TEL)0737-82-2151
(衛星携帯) 
  870-776712790

090-8887-9030
(FAX)0737-82-5154

注) 区分における「総合」は和歌山県総合災害医療センター、「地域」は地域災害医療センターである。 
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○和歌山県災害拠点病院                                                   (その 2) 

区分 医療圏 医療機関名 住所 標榜診療科目 電話等 

地域 御 坊 国保日高総合病院 御坊市薗116-2 

内･循内･精･小･外･ 
整･脳外･皮･産婦･ 
眼･耳･放･泌尿･ 
歯外･麻 

(TEL)0738-22-1111
(衛星携帯) 
  080-2522-3590

090-8653-7699
(FAX)0738-22-7140

地域 田 辺 紀南病院 
田辺市新庄町 
46-70 

内･神内･呼･消･循･ 
小･外･整･脳外･ 
呼外･心臓血管外･ 
小外･形成･皮･泌尿･ 
産婦･眼･耳･リハ･ 
放･麻･歯外･病理 

(TEL)0739-22-5000
(衛星携帯) 
  080-2535-2210

080-8305-2476
(FAX)0739-26-0925

地域 田 辺 
(独)国立病院機構 
南和歌山医療センター

田辺市たきない町
27-1 

内･腫内･精･呼･消･ 
循･小･外･整･脳外･ 
胸心血管外･乳外･ 
呼外･救急･泌尿･ 
産婦･眼･耳･リハ･ 
放･麻･皮･歯外･形成 

(TEL)0739-26-7050
(衛星携帯) 
  090-8791-3265
  080-8525-0204

090-7482-3039
(FAX)0739-24-2055

地域 新 宮 新宮市立医療センター新宮市蜂伏18-7 

内･神内･循･小･外･ 
肛外･整･形成･脳外･ 
呼外･心血管外･皮･ 
泌尿･産婦･眼･耳･ 
リハ･放･麻･歯外 

(TEL)0735-31-3333
(衛星携帯) 
  870-772283472

090-7492-6220
(FAX)0735-31-3337

注) 区分における「総合」は和歌山県総合災害医療センター、「地域」は地域災害医療センターである。 

 

 

○和歌山県災害支援病院                                                   (その 1) 

医療圏 医療機関名 住所 標榜診療科目 電話等 

和歌山 済生会和歌山病院 
和歌山市十二番丁
45 

内･消内･糖尿病･代内･ 
循内･外･脳外･心血管外･
整･リハ･放･麻･眼･耳鼻･ 
皮･泌尿･人透内 

(TEL)073-424-5185
(衛星携帯) 
  080-2457-7069
(FAX)073-425-6485

和歌山 海南医療センター 海南市日方1522-1
内･小･外･泌尿･婦･眼･ 
耳･麻･整･皮･リハ･放 

(TEL)073-482-4521
(衛星携帯) 
  870-776741813
(FAX)073-482-9551

和歌山 国保野上厚生総合病院
海草郡紀美野町 
小畑198 

内･精･神内･外･整･脳･ 
産婦･眼･耳･リハ･小･ 
循内･呼内･泌尿･消内･ 
消外･肛外 

(TEL)073-489-2178
(衛星携帯) 
  080-8533-0132
(FAX)073-489-5639

那 賀 
貴志川リハビリテーシ
ョン病院 

紀の川市貴志川町
丸栖1423-3 

整･脳外･内･循内･リハ･ 
外･心血管外･放･麻･救急 

(TEL)0736-64-0061
(衛星携帯) 
  080-2540-8007
(FAX)0736-64-0063
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○和歌山県災害支援病院                                                   (その 2) 

医療圏 医療機関名 住所 標榜診療科目 電話等 

橋 本 
和歌山県立医科大学 
附属病院紀北分院 

伊都郡かつらぎ町 
妙寺219 

内･小･外･整･脳外･眼･ 
循内･神内･リハ･麻 

(TEL)0736-22-0066
(衛星携帯) 
  080-8533-0132
(FAX)0736-22-2579

橋 本 (医)南労会紀和病院 橋本市岸上18-1 

内･外･整･循内･消内･ 
呼内･糖尿病･代内･泌尿･ 
神内･皮･放･脳･リハ･麻･ 
内視鏡内･人透内･消外･ 
乳外･疼痛緩和内 

(TEL)0736-33-5000
(衛星携帯) 
  080-8527-6057
(FAX)0738-33-5100

有 田 済生会有田病院 
有田郡湯浅町吉川
52-6 

内･消･循･外･整･眼･耳･ 
リハ･放･心血管外･泌尿･ 
皮･脳外 

(TEL)0737-63-5561
(衛星携帯) 
  870-776736014
  870-776712790
(FAX)0737-62-3420

御 坊 
(独) 国立病院機構 
和歌山病院 

日高郡美浜町和田
1138 

内･呼内･循内･脳神内･
外･呼外･心血管外･小･
放･歯･リハ 

(TEL)0738-22-3256
(衛星携帯) 

090-7489-7855
(FAX)0738-23-3104

御 坊 北出病院 
御坊市湯川町財部
728-4 

総合･消外･消内･糖内･ 
腎内･循内･整･ 
整(スポーツ)・リウ･ 
脳外･乳外･泌尿･小アレ･ 
歯･小 

(TEL)0738-22-2188
(衛星携帯) 
  870-776321519
(FAX)0738-22-2120

田 辺 白浜はまゆう病院 
西牟婁郡白浜町 
1447 

内･心内･神内･呼･消･ 
循･小･外･整･脳外･皮･ 
泌尿･婦･眼･耳･リハ･ 
麻･リウ･アレ 

(TEL)0739-43-6200
(衛星携帯) 
  080-8333-1876
  080-8518-7302
(FAX)0739-43-7891

田 辺 国保すさみ病院 
西牟婁郡すさみ町
周参見2380 

内･外･リハ 

(TEL)0739-55-2065
(衛星携帯) 
  080-2488-7470
(FAX)0739-55-2225

新 宮 くしもと町立病院 
東牟婁郡串本町 
サンゴ台691-7 

内･外･整･泌尿･産婦･眼･ 
耳･小･脳外 

(TEL)0735-62-7111
(衛星携帯) 
  080-2530-6475
(FAX)0735-67-7200

新 宮 那智勝浦町立温泉病院
東牟婁郡那智勝浦
町天満483-1 

内･循内･糖内･小･外･整･ 
婦･眼･耳･リハ･放 

(TEL)0735-52-1055
(衛星携帯) 
  080-8306-5258
(FAX)0735-52-3853
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○和歌山県救急告示医療機関一覧 

地 区 医療機関名 住所 電話番号 病床数

御 坊 

北出病院 御坊市湯川町財部728-4 0738-22-2188 182 

国保日高総合病院 御坊市薗116-2 0738-22-1111 404 

整形外科北裏病院 御坊市湯川町小松原454 0738-22-3352 100 

(独)国立病院機構 
和歌山病院 

日高郡美浜町和田1138 0738-22-3256 325 

田 辺 

研医会田辺中央病院 田辺市南新町147 0739-24-5333 140 

(独)国立病院機構 
南和歌山医療センター

田辺市たきない町27-1 0739-26-7050 316 

紀南病院 田辺市新庄町46-70 0739-22-5000 356 

白浜はまゆう病院 西牟婁郡白浜町1447 0739-43-6200 258 

医療法人宝山会 
白浜小南病院 

西牟婁郡白浜町3220-9 0739-82-1200 200 

国保すさみ病院 西牟婁郡すさみ町周参見2380 0739-55-2065 72 
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■地区医師会 

医 師 会 名 住  所 電 話 ・ F A X 

日 高 医 師 会 〒644-0002 御坊市薗290 
(電話)0738-22-3144 
(FAX)0738-23-5472 

 

 

■透析可能な医療機関 

病 院 名 所在地 電  話 

国保日高総合病院 （救急告示） 御坊市薗116-2 0738-22-1111 

北出病院 （救急告示）  御坊市湯川町財部728-4 0738-22-2188 

紀伊クリニック  御坊市湯川町小松原615-1 0738-24-2222 

中紀クリニック  御坊市藤田町吉田大河原324-1 0738-22-8777 

 

資-113



 

■印南町指定水道工事店 

（平成 30 年 4 月 1 日） 

番号 工 事 店 名 住 所 電 話 

１ 青木工作所 印南町印南1280 ４２－０４９５ 

２ 夏目水道 印南町古井263 ４５－０１０６ 

３ 山本屋建材店 印南町印南2274-7 ４２－００７８ 

４ （有）喜久屋電設 印南町印南2297 ４２－００６６ 

５ 内匠水道 印南町樮川741 ４５－０４３７ 

６ 笹本水道工業所 印南町印南1661-1 ４２－０３１５ 

７ さわい設備 印南町島田1433-6 ４３－０５３３ 

８ 佐々木百貨サービス店 印南町西ノ地1428-1 ４３－００２１ 

９ 西溶工所 印南町印南1795 ４２－０１３４ 

１０ 中前水道 印南町崎ノ原179 ４６－０４３２ 

１１ （株）千代徳組 印南町西ノ地781 ４３－０１０２ 

１２ くぼ設備 印南町羽六1576 ４５－０１３６ 

１３ 芝中電器商会 印南町印南3135-1 ４２－００４５ 

１４ 中松水道工業所 印南町宮ノ前605-1 ４３－０１２９ 

１５ 明和建設（株） 印南町小原155 ４６－０３１４ 

１６ （株）久堀組 印南町西ノ地805 ４３－１０８１ 

１７ （有）坂井家起こし 印南町印南原1976 ４４－０６６６ 

１８ 中家電気店 印南町印南2274-25 ４２－００６７ 

１９ 杉本住設 印南町印南2275-29 ４２－１６５４ 

２０ 長井電気 印南町西ノ地289 ４３－１６１６ 

２１ 和住設 印南町川又415-1 ４６－０２２９ 

２２ （有）新紀建設 印南町古井472-1 ４５－０８１８ 

２３ 日裏組 印南町皆瀬川263 ４６－００１３ 

２４ 山本建設 印南町樮川35 ４５－０３５５ 

２５ 竹中建設（株） 印南町西ノ地657-1 ４３－０６８０ 

２６ （有）豊栄 印南町西ノ地115-10 ４３－０１２２ 

２７ （有）杉本組 印南町西ノ地2337 ４３－８００３ 
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■日本水道協会和歌山支部水道災害相互応援対策要綱に基づく協定 

 

（趣  旨） 

第１条  この要綱は、地震、異常渇水その他の水道災害において、日本水道協会和歌山

県支部（以下『県支部』という。）及び和歌山県水道協会（以下『県水協』とい

う。）に所属する市町村（以下『会員』という。）が、相互間で行う応援活動に

ついて、必要な事項を定めるものとする。 

（組織編成） 

第２条  県支部内の会員を６ブロック（以下『ブロック』という。）に分け、その連絡

調整として紀北、中紀、紀南の３地区ブロック（以下『地区ブロック』という。）

を設け、各ブロック、各地区ブロックに代表都市を設置する。なお、県支部と県

水協は互いに連絡を密とする。追って、組織図は別表１のとおりとする。 

２  県支部長都市（以下『県支部長』という。）に事務局を設置する。 

（応援体制） 

第３条  県支部内に災害が発生した場合は、組織図に基づき、会員は相互応援し、被災

会員の水道復旧に全面的に協力する。 

 なお、日本水道協会関西地方支部から要請があった場合にも組織図に基づき応

援協力するものとする。 

２  県支部長都市が被災した場合には、前条で規定した地区ブロックで協議し、相互応

援体制を確立するものとする。 

（応援内容） 

第４条  会員が相互間で行う応援活動は、おおむね次のとおりとする。 

  （１）応急給水作業 

  （２）応急復旧作業 

  （３）応急復旧資材の供出 

  （４）工事業者の斡旋 

  （５）前に掲げるもののほか特に要請のあった事項 

（要請の方法） 

第５条  応援要請の手順は、次の各号によるものとする。 

会員はブロックで構成されている代表都市への応援を依頼する。 

代表都市は、ブロック内の他の会員に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、

地区ブロックの代表都市に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、県支部長へ応

援を要請する。 

県支部長は、県内の他の地区ブロックの代表都市に応援を要請、併せて県水協に連

絡し、さらに必要と認めたときは、日本水道協会関西地方支部へ応援を要請する。 

２  応援を要請するときは、次の事項を明らかにして、とりあえず、口頭、電話又は電信、 

  無線等により行い、後日、別表２により速やかに要請先まで提出するものとする。 

  （１）災害の状況 

  （２）必要とする資機材、物資等の品目及び数量 

  （３）必要とする職員の職別人員 

  （４）応援の場所及び応援場所への経路 

  （５）応援の期間 
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  （６）前各号に掲げるもののほか必要な事項 

（応援職員の派遣） 

第６条  前条により応援要請を受けた水道事業体は、ただちに応援要請を整え被災水道

事業体に協力しなければならない。 

２  各水道事業体は、応援活動に従事する職員（以下『応援職員』という。）を派遣する

ときは、必要な給水器具、作業用工器具及び緊急資材のほか衣類食料、日用品等を携行

させるものとする。 

３  応援職員は、応援水道事業体名を表示する腕章等の標識を着用するものとする。 

４  応援職員は、被災水道事業体の指示に従って作業に従事するものとする。 

（応援物資等の調査） 

第７条  各水道事業体は、応援活動を円滑に行うため、それぞれの担当部課、その所有

する物資、車両等を調査し、その結果を別表３により毎年４月末日までに県支部

長に提出するものとする。 

２  県支部長は、前項の調査票を取りまとめ、整理のうえ各水道事業体に送付するものと

する。 

（費用の負担） 

第８条  この要綱に基づく応援に要する費用は、法令その他別段の定めがあるもの並び

に応援職員に係る人件費及び旅費を除くほか、原則として被災会員が負担するも

のとする。 

２  応援職員が応援活動により負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合における災害

補償は、応援会員の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の医療費は、

被災会員の負担とする。 

３  応援職員が第三者に損害を加えた場合における賠償責任は、応援活動中に生じたもの

については被災会員が、被災会員への往復途中に生じたものについては応援会員が負う

ものとする。 

４  前３項の定めにより難しいときは、各ブロックの代表都市で協議して定めるものとす

る。 

（訓  練） 

第９条  会員は、この要綱に基づく相互応援が円滑に行われるよう、必要に応じて訓練

を実施するものとする。 

（補  足） 

第10条  この要綱に定めるもののほか必要な事項については、その都度、各ブロックの

代表都市が協議して定めるものとする。 

（適  用） 

第11条  この要綱は、平成８年３月１日から適用する。 

 附 則 

  この要綱は、平成１９年１月１日から適用する。 
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■米殻の応急供給系統図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．県（知事〔農林水産部〕）に対する応急食糧の直接売却 
 

 
  （特例） 

  事前協定 緊急の場合 オーダ呈示 
  売買契約  引渡の直接指示 受領書提出 
 
 
  印南町長  近畿農政局   倉  庫    県（知事）の 
   県（知事）   和歌山地域

センター長
   消費者 

（救助・厚生班長）   （責任者）  指定する引取人 
   オーダ発行   現品引取    
     
  

オーダ送付
 

 
 
２．  災害地が孤立した場合の現物引渡 

 
 

１）印南町長と近畿農政局和歌山地域センター長及び県との連絡が取れない場合

 

 

 

 
  文書による 
  引渡指示書 受領書提出 
  引渡要請 
 
          

近畿農政局
 

  印南町長  
和歌山地域

 倉  庫   
      印南町長  消費者 

（救助・厚生班長） センター長 （責任者） 
  現品引取 

 
２）印南町長と近畿農政局和歌山地域センター長が連絡の取れない場合

 

 

 

 
 
  文書による 
  引渡指示書 受領書提出 
  引渡要請 
 
 
  印南町長  保管指導 倉  庫   
      印南町長  消費者 

（救助・厚生班長） 担当者  （責任者） 
  現品引取 

 
３）上記いずれにも連絡が取れない場合 

 
 
  文書による 
  受領書提出 
  引渡要請 
 
 
  印南町長  倉  庫   
    印南町長  消費者 

（救助・厚生班長） （責任者） 
  現品引取 
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■町内寺院一覧 

 

名 称 所 在 地 適 用 

高 泉 寺 印南町大字津井 電話 0738(42)0074 

観 音 寺 印南町大字印南 住職不在 東光寺兼ねる 

東 光 寺 印南町大字印南2332番地 電話 0738(42)0266 

印 定 寺 印南町大字印南2260番地 電話 0738(42)0147 

一 念 寺 印南町大字印南1855番地 電話 0738(42)0241 

正 覚 寺 印南町大字印南原5189番地 電話 0738(44)0851 

西 岸 寺 印南町大字印南原 住職不在 仙光寺兼ねる 

瀧 法 寺 印南町大字印南原493番地 電話 0738(44)0436 

専 福 寺 印南町大字印南原1440番地 電話 0738(44)0483 

明 応 寺 印南町大字南谷850番地 電話 0738(44)0283 

善 忠 寺 印南町大字南谷 電話 0738(22)4280 

仙 光 寺 印南町大字山口558番地 電話 0738(42)0650 

最 勝 寺 印南町大字山口 住職不在 印定寺兼ねる 

安 養 寺 印南町大字川又 住職不在 来迎寺兼ねる 

来 迎 寺 印南町大字丹生329番地 電話 0738(45)0227 

円 福 寺 印南町大字美里 住職不在 来迎寺兼ねる 

永 福 寺 印南町大字古井487番地 電話 0738(45)0021 

浄 土 寺 印南町大字樮川 電話 0738(45)0363 

慶 雲 寺 印南町大字宮ノ前594番地 電話 0738(43)0121 

善 福 寺 印南町大字西ノ地 電話 0738(43)0831 

西 蓮 寺 印南町大字西ノ地235番地 電話 0738(43)0113 

光 明 寺 印南町大字島田1037番地 電話 0738(43)0417 
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■災害発生から災害救助法適用までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 消防庁 

知          事 
 

（災害対策本部長） 

福祉保健総務課 防災企画課 

日高振興局 

被   災   地 

災害救助法 

適用の協議 

災害救助法 

適用承認 

被害報告 

報告 報告 

被害報告 

災害救助法 

適用決定 

災害救助法 

適用決定 

被害報告

（勤務時間内 

災害本部設置時） 

被害報告 

（勤務時間外） 

被害状況等の連絡 

被害等の報告 

通報 被害調査 救助法による 

応急救助 
救助 

救 助 ・ 厚 生 班 

市   町   村 

総   務   班 

資-120



 

■災害救助法による救助の程度・方法及び期間【早見表】 
（平成 29 年 6 月現在） 

救助の種類 対  象 費用の限度額 期  間 備  考 

避難所の設置 

災 害 に よ り 現
に被害を受け、又
は受け るおそれ
のある 者を収容
する。 

（基本額） 
避難所設置費 
1 人１日当たり 

    320 円以内 
（加算額） 

冬季 
別に定める額を加算 

 
高齢者等の要援護者等を

収容する「福祉避難所」を
設置した場合、当該地域に
おける通常の実費を支出で
き、上記を超える額を加算
できる。 

災 害 発 生 の 日
から７日以内 
 
 

1. 費用は避難所の設置、
維持及び管理のための
賃金職員等雇上費、消耗
器材費、建物等の使用謝
金、借上費又は購入費、
光熱水費並びに仮設便
所等の設置費を含む。

2. 避難に当たっての輸
送費は別途計上 

応急仮設住宅
の供与 

住家が全壊、全
焼又は流失し、居
住する 住家がな
い者であって、自
らの資 力では住
宅を得 ることが
できない者 

1. 規格 １戸当たり平均
29.7 ㎡(9 坪)を基準とす
る。 

2. 限度額 １戸当たり 
5,516,000 円以内 

3. 同一敷地内等に概ね 50
戸以上設置した場合は、
集会等に利用するための
施設を設置できる。（規
模､費用は別に定めると
ころによる） 

災 害 発 生 の 日
から 20 日以内着
工 
 
 

1. 平均１戸当たり 29.7
㎡、5,516,000 円以内で
あればよい。 

2. 高齢者等の要援護者
等を数人以上収容する
「福祉仮設住宅」を設置
できる。 

3. 供与期間 最高 2 年
以内  

4. 民間賃貸住宅の借り
上げによる設置も対象
とする。 

炊き出しその
他による食品
の給与 

1.  避 難所に収
容された者 

2. 全半壊（焼）、
流失、床上浸水
で 炊 事 で き な
い者 

１人１日当たり 
  1,130 円以内 
 

災 害 発 生 の 日
から７日以内 
 
 

食品給与のための総経
費を延給食日数で除した
金額が限度額以内であれ
ばよい。 
（１食は 1/3 日） 

飲料水の供給 

現 に 飲 料 水 を
得るこ とができ
ない者（飲料水及
び炊事 のための
水であること。）

当該地域における通常の
実費 

災 害 発 生 の 日
から７日以内 
 
 

輸送費、人件費は別途計
上 

被服、寝具その
他生活必需品
の給与又は貸
与 

全半壊（焼）、
流失、床上浸水等
により、生活上必
要な被服、寝具、
その他 生活必需
品を喪失、又は毀
損し、直ちに日常
生活を 営むこと
が困難な者 

1. 夏季（４月～９月）、冬
季（10 月～３月）の季別
は災害発生の日をもって
決定する。 

2. 下記金額の範囲内 

災 害 発 生 の 日
から 10 日以内 
 
 

1. 備蓄物資の価格は年
度当初の評価額 

2. 現物給付に限ること

区分 
１人 
世帯 

２人 
世帯 

３人 
世帯 

４人 
世帯 

５人 
世帯 

６人以上
１人増す

ごとに加算
全 壊
全 焼
流 失

夏 18,400 23,700 34,900 41,800 52,900 7,800

冬 30,400 39,500 54,900 64,200 80,800 11,100

半 壊
半 焼
床上浸水

夏 6,000 8,100 12,100 14,700 18,600 2,600

冬 9,800 12,700 18,000 21,400 27,000 3,500

医 療 

医療の途を失
った者 
（応急的処置） 

1.  救護班…使用した薬
剤、治療材料、医療器具
破損等の実費 

2. 病院又は診療所…国民
健康保険診療報酬の額以
内 

3. 施術者…協定料金の額
以内 

災害発生の日
から 14 日以内 
 
 

患者等の移送費は、別
途計上 

資-121



 

救助の種類 対  象 費用の限度額 期  間 備  考 

助 産 

災害発生の日
以前又は以後 7
日以内に分べん
した者であって
災害のため助産
の途を失った者 
（出産のみなら
ず、死産及び流産
を含み現に助産
を要する状態に
ある者） 

1.  救護班等による場合
は、使用した衛生材料等
の実費 

2. 助産師による場合は、
慣行料金の 100分の 80以
内の額 

分べんした日
から７日以内 
 
 

妊婦等の送費は、別途
計上 

災害にかかっ
た者の救出 

1. 現に生命、身
体が危険な状
態にある者 

2.  生死不明な
状態にある者 

当該地域における通常の
実費 

災害発生の日
から３日以内 
 
 

1. 期間内に生死が明ら
かにならない場合は、
以後「死体の捜索」と
して取り扱う。 

2. 輸送費、人件費は、
別途計上 

災害にかかっ
た住宅の応急
修理 

1.  住家が半壊
（焼）し、自ら
の資力により
応急修理をす
ることができ
ない者 

2.  大規模な補
修を行わなけ
れば居住する
ことが困難で
ある程度に住
家が半壊（焼）
した者 

居室、炊事場及び便所等
日常生活に必要最小限度の
部分 
１世帯当たり 
 574,000 円以内 

災害発生の日
から１ヵ月以内 

 

学用品の給与 

住 家 の 全 壊
（焼）流失半壊
（焼）又は床上浸
水により学用品
を喪失又は毀損
し、就学上支障の
ある小学校児童、
中学校生徒及び
高等学校等生徒 

1. 教科書及び教科書以外
の教材で教育委員会に届
出又はその承認を受けて
使用している教材、又は
正規の授業で使用してい
る教材実費 

2.  文房具及び通学用品
は、１人当たり次の金額
以内 
小学生児童   4,400円
中学生生徒   4,700円
高等学校等生徒 5,100円

災害発生の日
から 
（教科書） 

１ヵ月以内 
（文房具及び通
学用品） 
  15 日以内 

1. 備蓄物資は評価額 
2.  入進 学時 の場 合 は
個々の実情に応じて支給
する。 

埋 葬 

災害の際死亡
した者を対象に
して実際に埋葬
を実施する者に
支給 

１体当たり 
 大人（12 歳以上） 
  210,200 円以内 
 小人（12 歳未満） 
  168,100 円以内 

災害発生の日
から 10 日以内 

災害発生の日以前に死
亡した者であっても対象
となる。 

死 体 の 捜 索 

行方不明の状
態にあり、かつ、
四囲の事情によ
りすでに死亡し
ていると推定さ
れる者 

当該地域における通常の
実費 

災害発生の日
から 10 日以内 
 
 

1. 輸送費、人件費は、
別途計上 

2. 災害発生後３日を経
過したものは一応死亡
し た 者 と 推 定 し て い
る。 

死 体 の 処 理 

災害の際死亡
した者について、
死体に関する処
理（埋葬を除く。）
をする。 

（洗浄、消毒等） 
１体当たり 3,400 円以内

災害発生の日
から 10 日以内 

1. 検案は原則として救
護班 

2. 輸送費、人件費は、
別途計上 

3. 死体の一時保存にド
ライアイスの購入費等
が必要な場合は当該地
域における通常の実費
を加算できる。 

一
時
保
存 

 
既存建物借上費 
 通常の実費 
既存建物以外 
 １体当たり 
 5,300 円以内 

検
案

救護班以外は慣行料金
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救助の種類 対  象 費用の限度額 期  間 備  考 

障害物の除去 

居室、炊事場、
玄関等に障害物
が運びこまれて
いるため生活に
支障をきたして
いる場合で自力
では除去するこ
とのできない者 

１世帯当たり 
 135,100 円以内 

災害発生の日
から 10 日以内 
 
 

 

輸 送 費 及 び 
賃 金 職 員 等 
雇 上 費 

1. 被災者の避難
2. 医療及び助産
3. 被災者の救出
4. 飲料水の供給
5. 死体の捜索 
6. 死体の処理 
7. 救済用物資の
整理配分 

当該地域における通常の
実費 

救助の実施が
認められる期間
以内 

 

 範  囲 費用の限度額 期  間 備  考 

実 費 弁 償 

災害救助法施
行令第４条第１
号から第４号ま
でに規定する者 

１人１日当たり 
医師、歯科医師 

   19,400 円以内 
薬剤師、診療放射線技師、
臨床検査技師、歯科衛生士
、臨床工学技士 
   15,000 円以内 
保健師、助産師、看護師、
准看護師 
   16,300 円以内 
土木技術、建築技術者 
   15,900 円以内 
大工 
   20,600 円以内 
左官 
   21,900 円以内 
とび職 
   22,700 円以内 
救急救命士 
   14,700 円以内 

救助の実施が
認められる期間
以内 

時間外勤務手当及び旅
費は別途に定める額 

※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、内閣総理大臣に協
議し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 
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■災害時におけるヘリコプター発着予定地 

 

名  称 

所  在  地 施 設 管 理 者 発着場面積

東西 ｍ

南北 ｍ

備  考 

住 所 電話番号 氏  名 電話番号 

印南中学校 印南2145 0738-42-0021 学 校 長 0738-42-0021 80× 75  北方に山 

切目中学校 西ノ地1467 0738-43-0304 学 校 長 0738-43-0304 90× 65  
北方に山、 

西に校舎 

若もの広場 山口1580-1  教 育 課 0738-42-1701 100× 90  
一方に山、 

二方にフェンス 

古井運動場 古井806  教 育 課 0738-42-1701 100× 80   

清流中学校 古井5 0738-45-8005 学 校 長 0738-45-8005 80× 80  西方に山 

稲原小学校 印南原4955-1 0738-44-0205 学 校 長 0738-44-0205 80× 65  

 

 

 

■林野火災時におけるヘリコプター発着予定地 

 

名  称 

所  在  地 施 設 管 理 者 発着場面積

東西 ｍ

南北 ｍ

備  考 

住 所 電話番号 氏  名 電話番号 

若もの広場 山口1580-1  教 育 課 0738-42-1701 100× 90  
一方に山、 

二方にフェンス 

古井運動場 古井806  教 育 課 0738-42-1701 100× 80   
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■和歌山県防災ヘリコプター応援協定 
（趣旨） 

第１条 この協定は、和歌山県内の市町村及び消防事務に関する一部事務組合（以下「市

町村等」という。）が災害による被害を最小限に防止するため、和歌山県が所

有する防災ヘリコプター（以下「防災ヘリ」という。）の応援を求めることに

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（協定区域） 

第２条 本協定に基づき市町村等が防災ヘリの応援を求めることができる地域は、当該

市町村等の行政区域とする。 

（災害の範囲） 

第３条 この協定において「災害」とは、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 1

条に規定する水火災又は地震等の災害をいう。 

（応援要請） 

第４条 この協定に基づく応援要請は、市町村等の行政区域内で災害が発生した場合に

当該市町村等（以下「発災市町村等」という。）の長が次のいずれかに該当す

るため、防災ヘリによる活動が必要と判断するとき、和歌山県知事（以下「知

事」という。）に対して行うものとする。 

(1) 災害が隣接する市町村等の行政区域に拡大し、又は影響を与えるおそれのある

場合 

(2) 発災市町村等の消防力によっては、災害の防御が著しく困難と認められる場合 

(3) その他救急搬送等、緊急性があり、かつ、防災ヘリ以外に適切な手段がなく、

防災ヘリによる活動が最も有効な場合 

（応援要請の方法） 

第５条 応援要請は、和歌山県防災航空センターに電話等により、次の事項を明らかに

して行うものとする。 

(1) 災害の種別 

(2) 災害発生の日時、場所及び被害の状況 

(3) 災害発生現場の気象状態 

(4) 災害現場の最高指揮者の職名・氏名及び連絡方法 

(5) 場外離着陸場の所在地及び地上支援体制 

(6) 応援に要する資機材の品目及び数量 

(7) その他の必要事項 

（防災航空隊の派遣） 

第６条 知事は、第 4 条の規定により応援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状

態を確認のうえ、和歌山県防災航空隊（以下「防災航空隊」という。）を派遣

するものとする。 

２ 第 4 条の規定による応援要請に応じることができない場合は、知事は、その旨

を速やかに発災市町村等の長に通報するものとする。 

（防災航空隊の隊員の指揮） 

第７条 前条第 1 項の規定により応援する場合において、災害現場における防災航空隊

の隊員（以下「隊員」という。）の指揮は、発災市町村等の消防長（消防本部
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を置かない町村にあっては、当該町村長）が行うものとする。ただし、緊急の

場合は、災害現場の最高指揮者が行うことができるものとする。 

（消防活動に従事する場合の特例） 

第８条 第 4 条の規定による応援要請に基づき隊員が消防活動に従事する場合には、発

災市町村等の長から隊員を派遣している市町村等の長に対して、和歌山県下消

防広域相互応援協定（以下「相互応援協定」という。）第 4 条の規定に基づく

応援要請があったものとみなす。 

（経費負担） 

第９条 この協定に基づく応援に要する運航経費は、和歌山県が負担するものとする。 

２ 前条に該当する活動に従事する場合においても、応援に要する運航経費は、相

互応援協定第８条の規定にかかわらず、和歌山県が負担するものとする。 

（その他） 

第１０条 この協定に定めのない事項は、和歌山県及び市町村等が協議して定めるもの

とする。 

（適用） 

第１１条 この協定は、平成８年３月１日から適用する。 

 

この協定の締結を証するため、本書５９通を作成し、知事及び市町村等の長が記名押印の

うえ、各自それぞれ１通を所持する。 

 

   平成８年２月２２日 
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■被災建築物応急危険度判定要綱 
 
 

被災建築物応急危険度判定要綱 

 

 

第１ 目的 

この要綱は、地震により多くの建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊、

部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、被災建築物

応急危険度判定に関し必要な事項を定めることにより、その的確な実施を確保すること

を目的とする。 

 

第２ 定義 

この要綱において、次の各項に掲げる用語の定義は、それぞれ次の各項に定めるとこ

ろによる。 

１ 被災建築物応急危険度判定（以下「判定」という。） 

余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の

安全の確保を図るため、建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危

険の程度の判定・表示等を行うことをいう。 

２ 応急危険度判定士 

前項の判定業務に従事する者として都道府県知事又は独立行政法人都市再生機構理

事長若しくは全国被災建築物応急危険度判定協議会（以下「全国協議会」という。）が

認めるもの（別表参照）の代表者が定める者をいう。（ろ）（に） 

３ 応急危険度判定コーディネーター 

判定の実施にあたり、判定実施本部、支援本部及び災害対策本部と応急危険度判定士

との連絡調整にあたる行政職員及び判定業務に精通した地域の建築関係団体等に属す

る者をいう。 

 

第３ 震前対策 

１ 都道府県知事は、判定の的確な実施を図るため、予め次の事項からなる「都道府県被

災建築物応急危険度判定要綱」（以下「県要綱」という。）を定めるものとする。 

(1) 判定の実施 

(2) 判定実施の決定 

(3) 判定実施本部の設置 

(4) 判定の実施に関する都道府県と市区町村の間の連絡調整等 

(5) 判定対象区域、対象建築物の決定等の基準 

(6) 応急危険度判定士、応急危険度判定コーディネーター及びその他の判定業務従事者

（以下「応急危険度判定士等」という。）の確保、判定の実施体制等 

(7) 他の都道府県等に対する支援要請 

(8) 判定の方法 

(9) 判定結果の表示 
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(10) 応急危険度判定士等の判定区域までの移動方法、宿泊場所の設定等、その他必要な

事項 

(11) 応急危険度判定士等の養成、登録 

(12) 判定資機材の調達、備蓄 

(13) 他の被災都道府県に対する支援に関する事項 

(14) その他必要な事項 

２ 都道府県知事は、市区町村長が地域防災計画を踏まえて震前に計画する事項について

必要な助言をすることができる。 

３ 都道府県知事は、的確な支援が行えるよう管内の市区町村長が予め計画した事項につ

いてとりまとめておくものとする。 

４ 都道府県は、地域の建築士会、建築士事務所協会その他の建築関係団体（以下「地域

の建築関係団体等」という。）と協力して、応急危険度判定士の養成、登録を行うよう

努めるものとする。 

５ 都道府県は、市区町村と協力して、所定の判定資機材の調達、備蓄を行うものとする。 

 

第４ 地方公共団体における応急危険度判定の実施 

１ 市区町村長は、その区域内において地震により多くの建築物が被災した場合、県要綱

に基づき、応急危険度判定実施本部の設置その他必要な措置を講じ、判定を実施するも

のとする。 

２ 都道府県知事は、区域内にある市区町村長が判定の実施を決定した場合には、県要綱

に基づき、必要な支援を行うことができる。 

 

第５ 国土交通省及び他の都道府県に対する応援の要請等（は） 

１ 都道府県知事は、地震被害が大規模であること等により必要であると判断する場合は、

国土交通省、他の都道府県の知事及び地域の建築関係団体等に対し、必要な応援を要請

することができる。 

２ 都道府県知事は、応援の要請を受けた場合は、支障のない限り必要な応援に努めるも

のとする。 

３ 国土交通省は、応援の要請を受けた場合は、必要に応じ、（社）日本建築士会連合会、

（社）日本建築士事務所協会連合会その他の建築関係団体（以下「建築関係団体等」と

いう。）の応援の協力を求めるものとする。この場合、建築関係団体等は、支障のない

限り応援に努めるものとする。 

 

第５の２ 独立行政法人都市再生機構による応急危険度判定の支援（ろ）（に） 

１ 国土交通省は、応援の要請を受けた場合において必要と認めるときは、独立行政法人

都市再生機構（以下「機構」という。）に対し、機構職員である応急危険度判定士の派

遣その他必要な支援を求めることができる。機構は、国土交通省から支援の求めがあっ

た場合には、支障がない限り、これに応じるものとする。（は）（に） 

２ 前項の支援を実施するため、機構理事長は、機構職員に係る応急危険度判定士の養成、

登録に関する事項を含む「独立行政法人都市再生機構応急危険度判定支援要綱」を定め

るものとする。（に） 
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３ 前２項において、全国協議会が認めるものの場合、「独立行政法人都市再生機構」と

あるのは「全国協議会が認めるもの」と「機構理事長」とあるのは「全国協議会が認め

るものの代表者」と読み替えるものとする。（に） 

 

第６ 大規模な地震の場合の広域実施体制 

１ 地震の被害が大規模又は広範囲にわたることにより、多数の都道府県の応援が必要と

なった場合は、国土交通省は応急危険度判定支援調整本部（以下「支援調整本部」とい

う。）を設置し、都道府県、機構、建築関係団体等との間で、応急危険度判定士等の派

遣、判定資機材の提供、応急危険度判定士等の交通・宿泊等の手段の確保等に関し必要

な連絡、調整を行うものとする。（は）（に） 

この場合、応援を求められた都道府県、機構、建築関係団体等は、判定の円滑な実施

のため、支援調整本部の要請に基づき、必要な支援の実施に努めるものとする。（ろ） 

（に） 

２ 地震の被害により国土交通省が支援調整本部を設置することができない場合には、国

土交通省は、都道府県に支援調整本部の設置を要請するものとする。（は） 

 

第７ 建築関係団体等の協力 

１ 地域の建築関係団体等は、都道府県及び市区町村の震前対策に協力するとともに、判

定の実施が決定された場合は、速やかに応急危険度判定士の確保等必要な協力を行うも

のとする。 

２ 建築関係団体等は、支援調整本部が設置された場合、その指示により、必要な措置を

講じるものとする。 

 

第８ 応急危険度判定活動等における補償 

民間の応急危険度判定士等が当該判定活動若しくは当該訓練活動により死亡又は、負

傷し、若しくは傷害の状態となった場合の補償を実施するため、都道府県は、市区町村

と協力して、全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度運用要領に基づく補償制

度に加入するものとする。（い） 

 

第９ その他 

１ 都道府県知事及び市区町村長は、判定の円滑な実施を図るため、必要な財政上の措置、

組織体制上の措置その他所要の措置を講じるものとする。 

２ 都道府県及び地域の建築関係団体等が地域の支援体制を構築するために設置される地

方被災建築物応急危険度判定協議会は、当該協議会会員相互の県要綱について情報交換

し、判定の実施に際し、円滑な運用が図れるよう努めるものとする。 

３ 全国協議会は、この要綱の目的を達成するために、必要な連絡調整に努めるものとす

る。（に） 

４ 全国協議会は、この要綱が県要綱の判定等の目安となるよう、常に見直し、必要があ

れば改正するものとする。（に） 
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別表 全国被災建築物応急危険度判定協議会が認めるもの（に） 

団体名 代表者 認めた日 

(社)高層住宅管理業協会 会長 平成 16 年 7 月 1 日 

 

 

制定 平成 ９年１０月２９日 

改正 平成１０年 ５月１１日（い） 

改正 平成１２年 ５月２２日（ろ） 

改正 平成１３年 １月 ４日（は） 

改正 平成１６年 ７月 １日（に） 
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■災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 

 

 

災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、和歌山県地域防災計画に基づき災害時における応急仮設住宅（以下

「住宅」という。）の建設に関して、和歌山県（以下「甲」という。）が社団法人プレ

ハブ建築協会（以下「乙」という。）に協力を求めるに当たって必要な事項を定めるも

のとする。 

 （定義） 

第２条 この協定において「住宅」とは、災害救助法第23条第１項第１号に規定するとこ

ろのものをいう。 

 （所要の手続） 

第３条 甲は、住宅建設の要請に当たっては、建築場所、戸数、規模、着工期日その他必

要と認める事項を文書をもって乙に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は、電話

等によることができる。この場合において、甲は、後に前記文書を速やかに乙に提出し

なければならない。 

 （協力） 

第４条 乙は、前条の要請があったときは、乙の会員である住宅建設業者（以下「丙」と

いう。）のあっせんその他可能な限り甲に協力するものとする。 

 （住宅建設） 

第５条 乙のあっせんを受けた丙は、甲（甲が住宅建設業務を市町村長に委任した場合は、

当該市町村長。次条においても同じ。）の要請に基づき住宅建設を行うものとする。 

 （費用の負担及び支払） 

第６条 丙が前条の住宅建設に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 甲は、丙の住宅建設終了後検査をし、これを確認したときは丙の請求により前項の費

用を速やかに支払うものとする。 

 （連絡窓口） 

第７条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては和歌山県土木部住宅課、おつ

においては社団法人プレハブ建築協会担当部とする。 

 （報告） 

第８条 乙は、住宅建設について、協力できる建設能力等の状況を毎年１回甲に報告する

ものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は、乙に対して随時報告を求めることがで

きる。 

 （会員名簿等の提供） 

第９条 乙は、本協定に係る乙の業務担当部員名簿及び乙に加盟する会員の名簿を毎年１

回甲に報告するものとし、部員及び会員に異動があった場合は、甲に報告するものとす

る。 

 （協議） 

第１０条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙協議の上定

めるものとする。 
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 （適用） 

第１１条 この協定は、平成８年11月１日から適用する。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

  平成８年11月１日 

 

                 甲   和歌山市小松原通一丁目１番地 

                      和歌山県知事 西 口   勇 

                 乙   東京都千代田区霞が関三丁目２番６号 

                      社団法人   プレハブ建築協会 

                          会長 辻   昇 平 
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■災害時における住家の被害認定に関する包括協定書 

 

その１ 

災害時における住家の被害認定に関する包括協定書 

 

                  一般社団法人和歌山県建築士会 

 和歌山県（以下「甲」という。）と 一般社団法人和歌山県建築士事務所協会 （以下 

                  公益社団法人日本建築家協会 

「乙」という。）とは、大規模な災害発生時における乙の社会貢献活動の一環として実施

する災害時における住家の被害認定調査（以下「住家被害認定調査」という。）に係る協

力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、県内で地震、風水害その他の大規模な災害が発生し、災害救助法（昭

和２２年法律第１１８号）が適用され、かつ市町村から甲に対して住家被害認定調査に

係る派遣要請があった場合において、甲が乙に対して行う住家被害認定調査の要請に関

する手続等について定めるものとする。 

 （支援の要請） 

第２条 甲は、住家被害認定調査を実施する上で乙の応援を必要とするときは、「住家被

害認定調査要請書（別記第１号様式）」により要請するものとする。ただし、緊急の場

合は、口頭で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。 

２ 乙は甲からの要請に基づき、和歌山県住家被害認定士制度要綱による養成研修を過去

に受講した乙の会員のうちから派遣する者を決定し、「住家被害認定調査要請承諾書（別

記第２号様式）」により報告するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭で要請し、

その後速やかに文書を送付するものとする。 

３ 前項の条件を満たす者だけでは対応が困難な場合は、乙は甲に前項の条件を満たさな

い者の情報を報告した上で、派遣する者に加えられるものとする。 

４ 乙は、甲の要請に基づき可能な限り協力に応ずるものとする。 

 （支援協力の実施） 

第３条 派遣された乙の会員は、内閣府で定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指

針」に基づき、住家被害の認定調査を実施するものとする。 

 （経費の負担） 

第４条 甲は、前条の支援協力に対する費用を負担しない。 

２ 乙が認定調査を実施する上で必要な経費等の取扱いは、乙と市町村とで別途締結する

派遣協定（別記第３号様式）により定めるものとする。 

３ 前項で定めた別記第３号様式は、乙と市町村とで協議の上変更することができる。 

 （連絡責任者） 

第５条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては福祉保健総務課長、乙においては

事務局長とする。 

 （秘密の保持） 

第６条 乙及び乙の会員は、認定調査の実施によって知り得た秘密を他人に漏らしてはな

らない。 

 （協定の有効期間） 
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第７条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２７年３月３１日までとする。た

だし、期間の満了の１か月前までに甲又は乙が相手方に対し特段の意思表示をしないと

きは、この協定は、期間満了の翌日からさらに１年間同一の条件をもって更新するもの

とし、以後もこれと同様とする。 

 （協議事項） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項及び疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議し

て定めるものとする。 

 

  この協定の証として、この証書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その

一通を保有する。 

 

 平成２６年１２月２６日 

 

 

                 甲  和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

 

                 乙  和歌山市ト半町３８番地 

                     一般社団法人 和歌山県建築士会 

                     会  長  池 内 茂 雄 

 

                    和歌山市ト半町３８番地 

                     一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会 

                     会  長  小 川   浩 

 

                    東京都渋谷区神宮前二丁目３番１８号 

                     公益社団法人 日本建築家協会 

                     代表理事  芦 原 太 郎 
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その２ 

災害時における住家の被害認定に関する包括協定書 

 

 和歌山県（以下「甲」という。）と一般社団法人和歌山県不動産鑑定士協会（以下「乙」

という。）とは、大規模な災害発生時における乙の社会貢献活動の一環として実施する災

害時における住家の被害認定調査（以下「住家被害認定調査」という。）に係る協力に関

し、次のとおり協定を締結する。 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、県内で地震、風水害その他の大規模な災害が発生し、災害救助法（昭

和２２年法律第１１８号）が適用され、かつ市町村から甲に対して住家被害認定調査に

係る派遣要請があった場合において、甲が乙に対して行う住家被害認定調査の要請に関

する手続等について定めるものとする。 

 （支援の要請） 

第２条 甲は、住家被害認定調査を実施する上で乙の応援を必要とするときは、「住家被

害認定調査要請書（別記第１号様式）」により要請するものとする。ただし、緊急の場

合は、口頭で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。 

２ 乙は甲からの要請に基づき、和歌山県住家被害認定士制度要綱による養成研修を過去

に受講した乙の会員のうちから派遣する者を決定し、「住家被害認定調査要請承諾書（別

記第２号様式）」により報告するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭で要請し、

その後速やかに文書を送付するものとする・ 

３ 前項の条件を満たす者だけでは対応が困難な場合は、乙は甲に前項の条件を満たさな

い者の情報を報告した上で、派遣する者に加えられるものとする。 

４ 乙は、甲の要請に基づき可能な限り協力に応ずるものとする。 

 （支援協力の実施） 

第３条 派遣された乙の会員は、内閣府で定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指

 針」に基づき、住家被害の認定調査を実施するものとする。 

 （経費の負担） 

第４条 甲は、前条の支援協力に対する費用を負担しない。 

２ 乙が認定調査を実施する上で必要な経費等の取扱いは、乙と市町村とで別途締結する

派遣協定（別記第３号様式）により定めるものとする。 

３ 前項で定めた別記第３号様式は、乙と市町村とで協議の上変更することができる。 

 （連絡責任者） 

第５条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては福祉保健総務課長、乙においては

会長とする。 

 （秘密の保持） 

第６条 乙及び乙の会員は、認定調査の実施によって知り得た秘密を他人に漏らしてはな

らない。 

 （協定の有効期間） 

第７条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２８年３月３１日までとするただ

し、期間の満了の１か月前までに甲又は乙が各相手方に対し特段の意思表示をしないと

きは、この協定は、期間満了の翌日からさらに１年間同一の条件をもって更新するもの
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とし、以後もこれと同様とする。 

 （協議事項） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項及び疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議し

て定めるものとする。 

 

  この協定の証として、この証書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その

一通を保有する。 

 

 

  平成２７年１２月２２日 

 

 

                甲   和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

 

                乙   和歌山市七番丁１７ 和歌山朝日ビル５階 

                     一般社団法人 和歌山県不動産鑑定士協会 

                     会  長  名 手 孝 和 
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■土木施設応急復旧の通報連絡体系図 
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■和歌山県排出油防除協議会連絡体制 
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■災害弔慰金・災害援護資金等実施基準表 

                                                                    和歌山県 

種類 支給・貸付対象となる災害の規模 支給・貸付対象者及び支給・貸付限度額 

 

 災災 

 害害 

 弔障 

 慰害 

 金見 

   舞 

   金 

下記の自然災害 

(1) 市町村において住居が

５世帯以上滅失した災害 

(2) 都道府県において住居

が５世帯以上滅失した市

町村が３以上ある場合の

災害 

(3) 都道府県内において災

害救助法が適用された市

町村が１以上ある場合の

災害 

(4) 災害救助法が適用され

た市町村をその区域内を

含む都道府県が２以上あ

る場合の災害 

市町村のうち当該災害により死亡（災害後３カ月間生死

不明の場合を含む）した者の遺族及び負傷し，又は疾病に

かかり治ったときに精神又は身体に別に定める程度の障

害がある者 

区    分 災害弔慰金 災害障害見舞金

生計維持者 500万円 250万円 

そ の 他 250万円 125万円 

 

 

 

 

 

  災 

 

 

  害 

 

 

  援 

 

 

  護 

 

 

  資 

 

 

  金 

県の区域内で災害救助法に

よる適用が行われた市町村が１

以上ある自然災害 

市町村の住民のうち当該都道府県内で次の被害を受けた

世帯の世帯主 

被害の種類及び程度 

１世帯当りの貸付限度額 

世帯主の１カ
月以上の負傷
が あ る場 合 

世帯主の１カ
月以上の負傷
がない場合

家財等の損害がない場合 150万円  

家財等1/3 以上の 
損害がある場合 

250万円 150万円 

住居が半壊した場合 270万円 170万円 

上記の場合で住居の残存部分
を取り壊さざるを得ない場合等

特別の事情がある場合 
350万円 250万円 

住居が全壊した場合 350万円 250万円 

上記の場合で住居の既存 
部分を取り壊さざるを得ない

場合等特別の事情がある場合
 350万円 

住居の全体が滅失 
若しくは流失した場合 

 350万円 

注(1)所得制限有り 

 (2)利率    年３％(据置期間中は無利子) 

 (3)据置期間  ３年(特別の場合は、５年) 

 (4)償還期間  10年(据置期間を含む) 

 (5)償還方法  年賦又は半年賦 
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■印南町小災害見舞金支給規程 
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■生活福祉資金貸付条件 

和歌山県 

資金の種類 貸付限度 据置期間 償還期間 備            考 

総合支援資金     

 

生活支援費 
※最長1年間の生活費

(二人以上)月20万円 
(単身)月15万円 

6月以内 10年以内  
住宅入居費 
※敷金、礼金 

40万円 

一時生活再建費 
※一時的な需要に対応 

60万円 

福祉資金     

 
福祉費 580万円 

 
※資金の用途に応じて

目安額を別途設定 

6月以内 20年以内 

標準となる貸付対象経費
・生業を営むために必要

な経費 
・技能習得に必要な経費
・住宅の増改築等に必要

な経費 
・負傷又は疾病の療養に

必要な経費 
・福祉用具等の購入に必

要な経費 
・障害者用自動車の購入

に必要な経費 
・中国残留邦人等に係る

国民年金保険料の追納
に必要な経費 

・介護サービス、障害者
サービス等を受けるの
に必要な経費 

・災害を受け臨時に必要
な経費 

・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の転居等、給排水

設備等の設置に必要な
経費 

・就職、技能習得等の支
度に必要な経費 

・その他日常生活上一時
的に必要な経費 

緊急小口資金 10万円 2 月以内 12月以内  

教育支援資金     

 
教育支援費 

＜高校＞月3.5万円 
＜高専＞月6万円  
＜短大＞月6万円  

   ＜大学＞月6.5万円 
卒業した後
6 月以内 

20 年以内  

就学支度費 50万円 

不動産担保型生活資金     

 
(一般世帯向け) 月30万円 

契約終了後
3月以内 

措置期間
終了時 

貸付限度は、土地の評価額
に基づき定められた額を上
限として、月額上限は左記
のとおり (要保護世帯向け) 生活扶助額の1.5倍 

注）貸付利子は、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は年1.5％(不動産担保型生活資金は

年3％又は長期プライムレートのいずれか低い利率)。ただし、緊急小口資金及び教育支援資金は無利子。 
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■激甚災害指定基準 

（その１） 

適 用 す べ き 措 置 激   甚   災   害   指   定   基   準 

激甚災害法(※1)第２章 

（３条～４条） 

 公共土木施設災害復旧

事業等に関する特別の

財政援助 

次のいずれかに該当する災害 

（Ａ基準） 

 事業費査定見込額 ＞ 全国都道府県及び市町村の当該年度の

標準税収入総額×100 分の 0.5 

（Ｂ基準） 

 事業費査定見込額 ＞ 全国都道府県及び市町村の当該年度の

標準税収入総額×100 分の 0.2 

 かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が 1 以上あるも

の 

 (1)都道府県負担事業の ＞ 当該都道府県の当該年度の標準 

事業費査定見込額   税収入総額×100 分の 25     

 (2)一の都道府県内の   ＞ 当該都道府県内全市町村の当該 

市町村負担事業の     年度の標準税収入総額×100 分 

事業費査定見込総額   の 5           

激甚災害法第５条 

 農地等の災害復旧事業

等に係る補助の特別措

置 

次のいずれかに該当する災害 

（Ａ基準） 

 事業費査定見込額 ＞ 当該年度の全国農業所得推定額×100 分

の 0.5               

（Ｂ基準） 

 事業費査定見込額 ＞ 当該年度の全国農業所得推定額×100 分

の 0.15 

 かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が 1 以上あるも

の 

 (1)一の都道府県内の ＞ 当該都道府県の当該年度の農業所 

事業費査定見込額    得推定額×100 分の 4 

 (2)一の都道府県内の事業費査定見込額 ＞ 10 億円 

(※1)正式名称は「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」 
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 （その２）

適 用 す べ き 措 置 激   甚   災   害   指   定   基   準 

激甚災害法第６条 

 農林水産業共同利用施

設災害復旧事業費の補

助の特例 

次の要件に該当する災害。但し、当該施設に係る被害見込額が

5,000 万円以下と認められる場合は除く 

 1 激甚法第５条の措置が適用される激甚災害 

 2 農業被害見込額 ＞ 当該年度の全国農業所得推定額 

×100 分の 1.5 であることにより激甚

法第８条の措置が適用される激甚災害

 但し、1、2 に該当しない場合であっても、次の要件に該当する

災害（水産業共同利用施設に係るものに限る） 

 3 漁業被害見込額 ＞ 農業被害見込額 

 かつ、次の要件に該当する被害。但し、当該施設に係る被害見

込額が 5,000 万円以下と認められる場合は除く 

 (1)漁船等の被害見込額 ＞ 当該年度の全国漁業所得推定額 

×100 分の 0.5 

 (2)漁業被害見込額 ＞ 当該年度の全国漁業所得推定額×100

分の 1.5であることにより激甚法第８

条の措置が適用される激甚災害 

激甚災害法第８条 

 天災による被害農林漁

業者等に対する資金の

融通に関する暫定措置

の特例 

次のいずれかに該当する災害。但し、高潮・津波等特殊な原因

による激甚な災害であって、災害の態様から次の基準によりがた

い場合には、被害の実情に応じて個別に考慮 

（Ａ基準） 

 農業被害見込額 ＞ 当該年度の全国農業所得推定額 

×100 分の 0.5 

（Ｂ基準） 

 農業被害見込額 ＞ 当該年度の全国農業所得推定額 

×100 分の 0.15 

かつ、次の要件に該当する都道府県が 1 以上あるもの 

  一の都道府県内の当該災害に係る ＞ 当該都道府県内の農 

特別被害農業者数                  業を主業とする者 

                       の数×100 分の 3 
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 （その３）

適 用 す べ き 措 置 激   甚   災   害   指   定   基   準 

激甚災害法第 11 条の２ 

 森林災害復旧事業に対

する補助 

次のいずれかに該当する災害 

（Ａ基準） 

 林業被害見込額（樹木に係る ＞ 当該年度の全国生産林業所 

ものに限る。以下同じ。）        得（木材生産部門）推定額 

×100 分の 5 

（Ｂ基準） 

 林業被害見込額 ＞ 当該年度の全国生産林業所得（木材生産

部門)推定額×100 分の 1.5 

かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が 1 以上あるも

の 

 (1)一の都道府県内の ＞ 当該都道府県の当該年度の生産林業

林業被害見込額      所得（木材生産部門）推定額×100 

分の 60 

 (2)一の都道府県内の ＞ 当該年度の全国生産林業所得（木材

林業被害見込額      生産部門）推定額×100 分の 1 

激甚災害法第 12 条、13 条

 中小企業信用保険法に

よる災害関係保証の特

例等 

次のいずれかに該当する災害 

（Ａ基準） 

 中小企業関係被害額 ＞ 当該年度の全国中小企業所得推定額 

（第 2 次産業及び第 3 次産業国民所得

×中小企業付加価値率×中小企業販 

売率。以下同じ。）×100 分の 0.2 

（Ｂ基準） 

 中小企業関係被害額 ＞ 当該年度の全国中小企業所得推定額 

×100 分の 0.06 

かつ、次の要件に該当する都道府県が 1 以上あるもの 

  一の都道府県内の当該災害 ＞ 当該年度の当該都道府県の 

中小企業所得に係る中小企 

業関係被害額推定額×100分

の 2 

 但し、火災の場合又は激甚法第 12 条の適用がある場合の全国

中小企業所得推定額に対する中小企業関係被害額の割合は被害

の実情に応じ特別措置が講ぜられることがある。 
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 （その４）

適 用 す べ き 措 置 激   甚   災   害   指   定   基   準 

激甚災害法第 16 条 

 公立社会教育施設災害

復旧事業に対する補助 

激甚災害法第 17 条 

 私立学校施設災害復旧

事業の補助 

激甚災害法第 19 条 

 市町村が施行する感染

病予防事業に関する負

担の特例 

激甚法第２章の措置が適用される激甚災害 

 但し、当該施設に係る被害又は当該事業量が軽微であると認め

られる場合は除外 

激甚災害法第 22 条 

 り災者公営住宅建設等

事業に対する補助の特

例 

次のいずれかに該当する災害 

（Ａ基準） 

 滅失住宅戸数 ＞ 被災地全域で 4,000 戸以上 

（Ｂ基準） 

 次の 1、2 のいずれかに該当する災害 

  但し、火災の場合の被災地全域の滅失戸数は、被害の実情に

応じた特例的措置が講じられることがある。 

 1 滅失住宅戸数 ＞ 被災地全域で 2,000 戸以上 

   かつ、次のいずれかに該当するもの 

   (1)一市町村の区域内で 200 戸以上 

   (2)一市町村の区域内の住戸戸数の 10％以上 

 2 滅失住宅戸数 ＞ 被災地全域で 1,200 戸以上 

   かつ、次のいずれかに該当するもの 

   (1)一市町村の区域内で 400 戸以上 

   (2)一市町村の区域内の住戸戸数の 20％以上 

激甚災害法第 24 条 

 小災害債に係る元利償

還金の基準財政需要額

への算入等 

1 公共土木施設及び公立学校施設小災害に係る措置について

は、激甚法第 2 章の措置が適用される災害 

2 農地及び農業用施設等小災害に係る措置については、激甚法

第５条の措置が適用される災害 

上記以外の措置 その他災害発生の都度、被害の実情に応じ個別に考慮 
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■局地激甚災害指定基準 

（その１） 

適 用 す べ き 措 置 激   甚   災   害   指   定   基   準 

1 激甚災害法(※1)第３条

第１項各号に掲げる事

業のうち、右の市町村が

当該災害によりその費

用を負担するもの及び

激甚法第４条第５項に

規定する地方公共団体

以外の者が設置した施

設に係るものについて

激甚災害法第２章の措

置 

2 右の市町村が当該災

害につき発行を許可さ

れた公共土木施設及び

公立学校施設小災害に

係る地方債について激

甚災害法第 24 条第１項、

第３項及び第４項の措

置 

公共施設災害関係 

 当該市町村負担の ＞ 当該市町村の当該年度の標準税収額 

当該災害に係る公    ×0.5 に該当する市町村（当該査定事

共施設災害復旧事    業費 1,000 万円未満は除外）が、1 以

業等（激甚災害法  上ある災害 

第３条第１項第１ 

号及び第３号～   ＞ 当該市町村の当該年度の標準税収額 

第 14 号の事業）   が 50 億円以下であり、かつ、当該査

の査定事業費の額  定事業費の額が2億 5,000万円を超え

る市町村にあっては、当該標準税収額

×0.2 に該当する市町村が、1 以上あ

る災害 

 

＞ 当該市町村の標準税収入が 50 億円を

超え、かつ、100 億円以下の市町村に

あっては、当該標準税収額×0.2＋（当

該標準税収額-50 億円）×0.6 に該当

する市町村が、1 以上ある災害 

但し、その該当市町村毎の査定事業費の額の合算額が、おお

むね 1 億円未満を除く。 

1 右の市町村の区域内

で右の市町村等が施行

する当該災害復旧事業

に係る激甚災害法第５

条、第６条の措置 

2 右の市町村が当該災

害につき発行を許可さ

れた農地、農業用施設及

び林道の小災害復旧事

業に係る地方債につい

て激甚災害法第 24 条第

２項から第４項までの

措置（ただし書に掲げる

災害については、激甚災

害法第６条の措置（水産

業共同利用施設に係る

ものに限る） 

農地、農業用施設等災害関係 ＞ 当該市町村の当該年度の農業

当該市町村の区域内の当該   所得推定額×100 分の 10 に該

災害に係る農地等災害復旧   当する市町村（当該経費の額

事業（激甚災害法第 5 条第 1   が 1,000 万円未満は除外）が

項規定の農地農業用施設及   １以上ある災害（その該当市

び林道の災害復旧事業）に要  町村毎の当該経費の合計額が

する経費の額         概ね 5,000 万円未満である場

合を除く） 

 

 但し、上記に該当しない場合であっても、次の要件に該当す

る災害 

漁業被害額 ＞ 農業被害額 かつ、 

漁船等被害額 ＞ 当該市町村の当該年度の漁業所得推定額

×100 分の 10 に該当する市町村（当該漁

船 等 の 被 害 額 が 1,000 万 円 未 満 は

除外）が 1 以上ある場合（その該当市町

村の当該漁船等の被害額を合算した額が

概ね 5,000 円未満である場合を除く） 

(※1)正式名称は「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」 
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（その２）

適 用 す べ き 措 置 激   甚   災   害   指   定   基   準 

 右の市町村の区域内で

右の市町村等が施行する

森林災害復旧事業に係る

激甚災害法第 11 条の２の

措置 

林業災害関係 

 

当該市町村の区域内の ＞ 当該市町村に係る当該年度の生産 

当該災害に係る林業被    林業所得（木材生産部門）推定額 

害見込額（樹木に係る  の 1.5 倍。但し、当該林業被害見 

ものに限る。以下同じ。） 込額＜当該年度の全国生産林業所 

得（木材生産部門）推定額×100 分

の 0.05 の場合を除く。      

かつ、大火災害にあっては、 

       当該災害に係る要復旧見込面積＞300ha の市町村 

      その他災害にあっては、 

       当該災害に係る 

       要復旧見込面積 ＞ 当該市町村の民有面積(人工林に

に係るものに限る。）×100 分の

25 の市町村が 1 以上ある災害 

  

 右の市町村の区域内で

中小企業者が必要とする

当該災害復旧資金等に係

る激甚災害法第 12 条、第

13 条の措置 

中小企業施設災害関係 

当該市町村の区域内の ＞ 当該市町村の当該年度の中小企業 

当該災害に係る中小企    所得推定額×100 分の 10 に該当す

業関係被害額      る市町村（当該被害額 1,000 万円未

満は除外）が 1 以上ある災害 

 

但し、その該当市町村ごとの当該被害額の合計額が概ね

5,000 万円未満を除く。 
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■災害復旧に伴う財政援助の種類（その１） 

事 業 名 
国 の 財 政 援 助 等 

通  常  災  害 激  甚  災  害 

 公共土木施設災害復旧事業 
 公共土木施設災害復旧事 
 業費国庫負担法３条 

 激甚災害に対処するため 
 の特別の財政援助等に関 
 する法律３条１項 

 公立学校施設災害復旧事業 
 公立学校施設災害復旧費 
 国庫負担法３条 

同上  ３条１項 

 公営住宅災害復旧事業  公営住宅法８条 同上  ３条１項 

 農林水産業施設災害復旧事業 
 農林水産業施設災害復旧 
 事業費国庫補助の暫定措 
 置に関する法律３条 

同上  ６条１項 

 都市施設災害復旧事業 
  （街路・公園・流域下水道・ 
     公共下水道・都市下水路）

 建設省都市局長通達都市 
 災害復旧事業国庫補助に 
 関する基本方針 

 

 生活保護施設災害復旧事業  生活保護法７５条 
 激甚災害に対処するため 
 の特別の財政援助等に関 
 する法律３条１項 

 

 

■災害復旧に伴う財政援助の種類（その２） 

事 業 名 
国の財政援助等 

通常災害 激甚災害 

児童福祉施設災害復旧事業 児童福祉法52条 同上3条1項 

老人福祉施設災害復旧事業 老人福祉法26条 同上3条1項 

身体障害者更生援護施設 
災害復旧事業 

身体障害者福祉法 
37条、37条の2 

同上3条1項 

精神薄弱者援護施設災害復旧事業 
精神薄弱者福祉法 

25条、26条 
同上3条1項 

伝染病院隔離病舎災害復旧事業 
伝染病予防法 
24条、25条 

同上3条1項 

伝染病予防事業 
伝染病予防法 
24条、25条 

同上3条1項 

堆積土砂排除事業 予 算 補 助 同上3条1項 

湛水排除事業 － 同上3条1項･10条 

天災による被害農林漁業者等 
に対する資金融通 

天災による被害農林漁業 
者等に対する資金の融通 
に関する暫定措置法3条 

同上8条1項 

共同利用小型漁船の建造  同上11条 

中小企業信用保険法による 
災害関係保証 

中小企業信用保険法3条 同上12条 
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■災害復旧に伴う財政援助の種類（その３） 

事 業 名 
国 の 財 政 援 助 等 

通  常  災  害 激  甚  災  害 

中小企業近代化資金等助成法による
貸付金 

中小企業近代化資金等
助成法3条 

 激甚災害に対処す
るための特別の財政
援助等に関する法律
13条 

事業協同組合等施設災害復旧事業 － 同上14条 

中小企業者に対する資金の融通 － 同上15条 

公立社会教育施設災害復旧事業 － 同上16条 

私立学校施設災害復旧事業 － 同上17条 

水防資材費 水防法33条の2 同上21条 

り災者公営住宅建設事業 公営住宅法8条1項 同上22条 

産業労働者住宅建設資金の融通 － 同上23条 

上水道       災害復旧事業 
簡易水道 

予算補助 予算補助 

公共下水道    災害復旧事業 
流域下水道 

下水道法34条 同   上 

都市下水路災害復旧事業 同   上 同   上 

し尿処理施設災害復旧事業 予算補助 同   上 

ごみ処理施設災害復旧事業 同   上 同   上 

 

 

■災害復旧に伴う財政援助の種類（その４） 

事 業 名 
国 の 財 政 援 助 等 

通  常  災  害 激  甚  災  害 

災害清掃費 
廃棄物の処理及び清掃に

関する法律22条 
同          上 

火葬場災害復旧事業 予 算 補 助 同          上 

公的医療機関災害復旧事業 予 算 補 助 予 算 補 助 

災害弔慰金の支給 
及び災害援護資金の貸付 

災害弔慰金の支給等 
に関する法律7条 

同          上 

災害特例債 － 
小災害特例債 
歳入欠かん債 
災害対策債 

交付税措置 災害に伴う普通交付税の繰上げ交付 
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■防災関係機関連絡先一覧 
 

 (平成 27 年 4 月 1 日） 

(1) 関係行政機関及び出先機関等 

機関名 所在地 電話番号 ファックス番号 

陸上自衛隊 

中部方面総監部 
兵庫県伊丹市緑ヶ丘 7-1-1 0727-82-0001 072-770-2231 

陸上自衛隊 

第３師団 

兵庫県伊丹市広畑 1-1 

 

0727-81-0021 

(内 233) 

0727-81-0021 

(内 234) 

陸上自衛隊 

第 37 普通科連隊 
大阪府和泉市伯太町 0725-41-0090 

0725-41-0090 

(内 207) 

陸上自衛隊 

第 303 施設隊 
日高郡美浜町和田 1138 0738-22-2501 0738-22-2501 

自衛隊 

和歌山地方協力本部 
和歌山市築港 1-14-6 073-422-5116 073-422-5118 

近畿中国森林監理局 

 
大阪市北区天満橋 1-8-75 050-3160-6700 06-6881-3415 

和歌山森林管理署 

 
田辺市新庄町 2345-1 0739-22-1460 0739-25-5433 

近畿運輸局 

和歌山運輸支局 
和歌山市湊 1106-4 073-422-2138 073-422-8310 

和歌山海上保安部 

 
和歌山市築港 6-22-2 073-402-5851 073-402-5854 

田辺海上保安部 

 
田辺市文里 1-11-9 0739-22-2002 0739-22-9670 

和歌山地方気象台 

 
和歌山市男野芝丁 4 

073-422-5348 
(休日または勤務時間外) 

073-422-1328 
073-435-3132 

和歌山中央郵便局 

 
和歌山市一番丁 4 073-422-0070 073-425-3154 

近畿地方整備局 

和歌山河川国道事務所
和歌山市西汀丁 16 073-424-2471 073-436-3658 

近畿地方整備局 

紀南河川国道事務所 
田辺市中万呂 142 0739-22-4564 0739-25-5518 

 

 

(2) 関係公共機関                             (その 1) 

機関名 所在地 電話番号 ファックス番号 

西日本旅客鉄道㈱ 

和歌山支社 
和歌山市吉田 94-1 073-425-6091 073-425-6096 

西日本電信電話㈱ 

和歌山支店 
和歌山市宇須 1-5-41 

073-421-9180 

（防）398-400 

073-425-0311 

（防）398-499 

㈱ＮＴＴドコモ関西 

和歌山支店 
和歌山市黒田 1-1-19 073-476-3303  
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(2) 関係公共機関                            (その 2) 

機関名 所在地 電話番号 ファックス番号 

日本赤十字社 

和歌山県支部 
和歌山市吹上 2-1-22 

073-422-7141 

(防)396-400 

073-422-7148 

(防)396-499 

西日本高速道路㈱関西

支社和歌山管理事務所

和歌山市栗栖字中須 

1038-2 
073-472-2091 073-473-1584 

大阪ガス㈱ 

南部導管部 
堺市堺区住吉橋町 2-2-19 072-238-2375  

日本通運㈱ 

和歌山支店 
和歌山市西浜 796-1 073-431-3101 073-428-2669 

関西電力㈱ 

和歌山支社 
和歌山市岡山丁 40 

0800-777-3081 

（防）397-400 

 

（防）397-499 

南海電気鉄道㈱ 

和歌山支社 
和歌山市東蔵前丁 3-6 073-433-1285 073-431-3573 

御坊南海バス㈱ 

 
御坊市薗 37 0738-22-1020 0739-23-3369 

 

(3) 報道機関                                                             (その 1) 

社名 所在地 電話番号 ファックス番号 

朝日新聞社 

和歌山総局 

和歌山市七番丁 17 

和歌山朝日ビル 
073-422-2131 073-422-2133 

毎日新聞社 

和歌山支局 

和歌山市西汀丁 38 

レグルスビル 2 階 
073-431-1411 073-433-0650 

読売新聞社 

和歌山支局 

和歌山市雑賀屋町東ノ丁

16 
073-422-1144 073-422-1146 

産経新聞社 

和歌山支局 

和歌山市六番丁 43 

ハピネス六番丁ビル 7 階
073-422-1915 073-435-3018 

共同通信社 

和歌山支局 

和歌山市八番丁 11 

日本生命ビル 5 階 
073-428-2255 073-433-4310 

時事通信社 

和歌山支局 

和歌山市西汀丁 36 

和歌山商工会議所 2 階 
073-422-5529 073-423-7759 

中日新聞社 

和歌山支局 
和歌山市小松原 5-18-1F-A 073-427-0477 073-427-0488 

日本経済新聞社 

和歌山支局 
和歌山市片岡町 1-1 073-423-1134 073-426-0714 

日刊工業新聞社 

南大阪支局 

堺市堺区三国ヶ丘御幸通 8

三国ヶ丘ビル 
072-221-0050 072-221-0051 

ＮＨＫ 

和歌山放送局 
和歌山市吹上 2-3-47 073-424-8121 073-424-8149 

和歌山放送 

 
和歌山市湊本町 3-3 073-428-1431 074-428-0785 

テレビ和歌山 

 
和歌山市栄谷 151 073-455-5711 073-453-9543 

朝日放送 

 
大阪市福島区福島 1-1-30 06-6451-1105 06-6458-1241 

関西テレビ放送 

 
大阪市北区扇町 2-1-7 06-6314-8808 06-6314-8826 
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(3) 報道機関                              (その 2) 

社名 所在地 電話番号 ファックス番号 

毎日放送 

 
大阪市茶屋町 17-1 06-6359-1123 06-6359-3559 

讀賣テレビ放送 

 
大阪市中央区城見 2-2-33 06-6942-7733 06-6942-7734 

 

(4) 県関係機関 

機関名 所在地 電話番号 ファックス番号 

和歌山県庁 和歌山市小松原通 1-1 

(代表)073-432-4111 

(危機管理局防災企画課) 

073-441-2271 

(休日または勤務時間外) 

    073-441-3300 

073-422-7652 

 

(5) 警察 

機関名 所在地 電話番号 ファックス番号 

御坊警察署 

 
御坊市湯川町財部 237-1 0738-23-0110 0738-23-2272 

田辺警察署 

 
田辺市上の山一丁目 2-1 0739-23-0110 0739-23-0567 

 

(6) 消防機関 

機関名 所在地 電話番号 ファックス番号 

日高広域消防事務組合

消防本部 
日高郡日高町萩原 930-1 

0738-63-1119 

（予防）63-2000 
0738-63-3498 

 

(7) 市町村                                                               (その 1) 

機関名 所在地 電話番号 ファックス番号 

和歌山市役所 

総合防災課 
和歌山市八番丁 12 073-435-1199 073-435-1299 

海南市役所 

危機管理課 
海南市南赤坂 11 073-483-8406 073-483-8483 

橋本市役所 

危機管理室 
橋本市東家 1-1-1 0736-33-6105 0736-33-1665 

有田市役所 

防災安全課 
有田市箕島 50 

0737-83-1111 

（内 393） 
0737-82-0710 

御坊市役所 

防災対策課 
御坊市薗 350 0738-23-5528 0738-52-7036 

田辺市役所 

防災まちづくり課 
田辺市新屋敷町 1 0739-26-9976 0739-22-5310 

新宮市役所 

防災対策課 
新官市春日 1-1 0735-23-3333 0735-23-3331 
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(7) 市町村                               (その 2) 

機関名 所在地 電話番号 ファックス番号 

紀の川市役所 

危機管理消防課 
紀の川市西大井 338 0736-77-2511 0736-77-2514 

岩出市役所 

総務課 
岩出市西野 209 0736-62-2141 0736-63-0075 

紀美野町役場 

総務課 
海草郡紀美野町動木 287 073-489-5912 073-489-2510 

かつらぎ町役場 

総務課 

伊都郡かつらぎ町丁ノ町

2160 
0736-22-0300 0736-22-7821 

九度山町役場 

地域防災課 

伊都郡九度山町九度山

1190 
0736-54-2019 0736-54-2022 

高野町役場 

防災危機対策室 
伊都郡高野町高野山 636 0736-56-9911 0736-56-2990 

湯浅町役場 

総務広報課 
有田郡湯浅町青木 668-1 0737-64-1108 0737-63-3791 

広川町役場 

企画政策課 
有田郡広川町広 1500 0737-23-7731 0737-62-2407 

有田川町 

総務課 

有田郡有田川町下津野

2018-4 
0737-52-2111 0737-52-3210 

美浜町役場 

防災企画課 

日高郡美浜町和田

1138-278 
0738-23-4902 0738-23-3523 

日高町役場 

総務政策課 
日高郡日高町高家 626 0738-63-2051 0738-63-2923 

由良町役場 

総務政策課 
日高郡由良町里 1220-1 0738-65-1801 0738-65-0282 

印南町役場 

総務課 
日高郡印南町印南 2570 0738-42-0120 0738-42-0662 

みなべ町役場 

総務課 
日高郡みなべ町芝 742 0739-72-2051 0739-72-1223 

日高川町役場 

総務課 
日高郡日高川町土生 160 0738-22-1700 0738-22-8779 

白浜町役場総務課 

総務課危機管理室 
西牟婁郡白浜町 1600 0739-43-5555 0739-43-5353 

上富田町役場 

総務政策課 

西牟婁郡上富田町朝来

763 
0739-47-0550 0739-47-4005 

すさみ町役場 

総務課 

西牟婁郡すさみ町周参見

4089 
0739-55-4802 0739-55-4810 

那智勝浦町役場 

総務課 

東牟婁郡那智勝浦町築地

7-1-1 
0735-52-4811 0735-52-6543 

太地町役場 

総務課 

東牟婁郡太地町太地

3767-1 
0735-59-2335 0735-59-2801 

古座川町役場 

総務課 

東牟婁郡古座川町高池

673-2 
0735-72-0180 0735-72-1858 

北山村役場 

総務課 
東牟婁郡北山村大沼 42 0735-49-2331 0735-49-2207 

串本町役場 

総務課 
東牟婁郡串本町串本 1800 0735-62-0555 0735-62-4977 
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■和歌山県総合防災情報システム電話番号簿 
県防災企画課 

防災電話機にかける場合 
同一庁舎内の防災電話機へ （防災内線番号）で通話出来ます。
庁舎外の防災電話機へ 【７】－（防災局番）－（防災内線番号）で通話出来ます。
県庁の内線電話機から ６－【７】－（防災局番）－（防災内線番号）で通話出来ます。
総合庁舎の内線電話機から ８－【７】－（防災局番）－（防災内線番号）で通話出来ます。
県庁、総合庁舎以外の内線電話機から ▲－【７】－（防災局番）－（防災内線番号）で通話出来ます。
※ 衛星回線を利用する場合は【７】が必要（有線回線を利用する場合【７】は不要）。 

   ：衛星回線が利用可能な局。 ：衛星回線を利用する場合、防災局番が通常と異なります。

※ ▲：防災交換機乗入特番（機関毎に番号が異なる（３）項参照）。 
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防災電話機にかける場合 
同一庁舎内の防災電話機へ （防災内線番号）で通話出来ます。
庁舎外の防災電話機へ 【７】－（防災局番）－（防災内線番号）で通話出来ます。
県庁の内線電話機から ６－【７】－（防災局番）－（防災内線番号）で通話出来ます。
総合庁舎の内線電話機から ８－【７】－（防災局番）－（防災内線番号）で通話出来ます。
県庁、総合庁舎以外の内線電話機から ▲－【７】－（防災局番）－（防災内線番号）で通話出来ます。
※ 衛星回線を利用する場合は【７】が必要（有線回線を利用する場合【７】は不要）。 

   ：衛星回線が利用可能な局。 ：衛星回線を利用する場合、防災局番が通常と異なります。

※ ▲：防災交換機乗入特番（機関毎に番号が異なる（３）項参照）。 
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防災電話機にかける場合 
同一庁舎内の防災電話機へ （防災内線番号）で通話出来ます。
庁舎外の防災電話機へ 【７】－（防災局番）－（防災内線番号）で通話出来ます。
県庁の内線電話機から ６－【７】－（防災局番）－（防災内線番号）で通話出来ます。
総合庁舎の内線電話機から ８－【７】－（防災局番）－（防災内線番号）で通話出来ます。
県庁、総合庁舎以外の内線電話機から ▲－【７】－（防災局番）－（防災内線番号）で通話出来ます。
※ 衛星回線を利用する場合は【７】が必要（有線回線を利用する場合【７】は不要）。 

   ：衛星回線が利用可能な局。 ：衛星回線を利用する場合、防災局番が通常と異なります。

※ ▲：防災交換機乗入特番（機関毎に番号が異なる（３）項参照）。 
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防災電話機にかける場合 
同一庁舎内の防災電話機へ （防災内線番号）で通話出来ます。
庁舎外の防災電話機へ 【７】－（防災局番）－（防災内線番号）で通話出来ます。
県庁の内線電話機から ６－【７】－（防災局番）－（防災内線番号）で通話出来ます。
総合庁舎の内線電話機から ８－【７】－（防災局番）－（防災内線番号）で通話出来ます。
県庁、総合庁舎以外の内線電話機から ▲－【７】－（防災局番）－（防災内線番号）で通話出来ます。
※ 衛星回線を利用する場合は【７】が必要（有線回線を利用する場合【７】は不要）。 

   ：衛星回線が利用可能な局。 ：衛星回線を利用する場合、防災局番が通常と異なります。

※ ▲：防災交換機乗入特番（機関毎に番号が異なる（３）項参照）。 
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■災害時における応急対策活動の相互応援に関する協定書 

 

災害時における応急対策活動の相互応援に関する協定書 

 

御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町及び日高川町(以下「協定市町」

という。)との間で、災害時における応急対策活動の相互応援に関し、次のとおり協定を締

結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災 害 対 策 基 本 法 (昭 和 36 年 法 律 第 223 号 。以 下「 法 」と い

う 。)第 67 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、協 定 市 町 の い ず れ か の 地 域 に お い て 、

法 第 2 条 第 1 号 に 規 定 す る 災 害 が 発 生 し た 場 合 は 、協定市町が相互に協力し、

その応急対策活動を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。 

（運用体制） 

第２条 協定の円滑な運用を図るため、幹事及び副幹事を置くものとする。 

２ 幹事は、町村会会長の町とし、副幹事は御坊市とするものとする。 

３ 幹事は、協定運用の総合調整に当たるものとする。 

４ 副幹事は、幹事が被災等によりその事務を遂行できない場合において、幹 

事の事務を代行するものとする。なお、幹事及び副幹事が被災等により事務を遂行でき

ない場合は、協定市町が協議の上、事務代行者を選任するものとする。 

（連絡担当部局) 

第３条 協定市町は、災害時の連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らか

にしておくものとする。 

（応援の要請及び種類） 

第４条 応援を要請する市町（以下「被災市町」という。）は、災害が発生して協定市町

に応援を求めようとするときは、連絡担当部局を通じ、災害の概要を明らかにして、次

に掲げる応援を要請するものとする。 

(1)食 料 、 飲 料 水 及 び 生 活 必 需 物 資 並 び に こ れ ら の 供 給 に 必 要 な 資 機 材 の 提

供  

(2)被 災 者 の 救 出 、 防 疫 、 施 設 の 応 急 復 旧 等 に 必 要 な 資 機 材 及 び 物 資 の 提 供  

(3)救 援 及 び 救 助 活 動 に 必 要 な 車 両 等 の 提 供  

(4)救 援 、 救 助 、 公 衆 衛 生 、 応 急 対 策 、 復 旧 等 に 必 要 な 職 員 の 派 遣  

(5)被 災 者 を 一 時 収 容 す る た め の 施 設 の 提 供  

(6)被 災 者 の 一 時 受 入 れ  

(7)被 災 者 へ の 災 害 情 報 の 発 信  

(8)被災者に対する住宅情報の提供 

(9)遺 体 火 葬 の た め の 施 設 使 用 の 働 き か け  

(10)前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 特 に 要 請 の あ る 事 項  

（要請の手続き） 

第５条 被災市町は、次に掲げる事項を明らかにし、文書により要請するものとする。た

だし、緊急を要する場合は、電話又は電信により応援を要請した後、速やかに文書を当

該協定市町に送付するものとする。 

(1)被害の状況 
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(2)前条第 1 号から第 3 号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名

及び数量 

(3)前条第 4 号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人員及び現場で

の活動内容 

(4)応援場所、応援場所への経路及び現場付近の状況 

(5)応援の期間 

(6)前各号に掲げるもののほか必要な事項 

（応援の実施） 

第６条 応援の要請を受けた協定市町（以下「応援市町」という。）は、法第 67 条 第 1

項 の 規 定 に 基 づ き 、 当該応援の要請に対し、応援を行うことができない正当な理由

がない限り応ずるものとする。 

２ 応援を行う者は、被災市町の指揮の下行動するものとする。 

３ 協定市町は、前条の規定にかかわらず、いずれかの地域において甚大な災害が発生し、

通信の途絶等により被災市町との連絡がとれない場合で、必要であると認めたときは、

自らの判断で職員を派遣し、被災市町の情報収集を行うとともに、応援を行うことがで

きるものとする。 

４ 前項に定める応援を開始した場合は、被災市町に応援の内容をできるだけ速やかに通

報するものとする。 

 （応援経費の負担) 

第７条 応援に要した経費は、原則として被災市町の負担とする。ただし、これによりが

たい場合は、協定市町が協議して別に定めるものとする。 

２ 被災市町が負担すべき費用を支弁するいとまがない場合は、応援市町が一時繰替支弁

するものとする。 

３ 第 4 条第 4 号に定める職員が応援に伴い第三者に損害を与え、その損害が応急対策活

動の従事中に生じたものについては、被災市町が負担し、それ以外のものについては、

応援市町が負担するものとする。 

４ 第 6 条第 3 項に定める情報収集のため、職員の派遣に要した経費は、原則として職員

を派遣した応援市町が負担するものとする。 

（その他） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、協

定市町が協議の上、定めるものとする。 

（施行期日） 

第９条 この協定は、協定を締結した日から効力を発生するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書 7 通を作成し、協定市町は署名押印の上、各 1

通を保有するものとする。 

 

平成２８年 ８月１０日 

  

 

御坊市長  

 

資-160



 

美浜町長 

 

 

日高町長 

 

 

由良町長 

 

 

印南町長 

 

 

みなべ町長 

 

 

日高川町長 

 

 

 

 

 

幹事：町村会会長町  副幹事：御坊市 

○御坊市  防災対策課  ℡ 23-5528  FAX  23-5090 

○美浜町  防災企画課  ℡ 23-4902  FAX  23-3523 

○日高町  総務政策課  ℡ 63-2051  FAX  63-2923 

○由良町  総務政策課  ℡ 65-1801  FAX  65-0282 

○印南町  総務課    ℡ 42-0120  FAX  42-0662 

○みなべ町 総務課  0739 ℡ 72-2051  FAX  72-1223 

○日高川町 総務課    ℡ 22-1700  FAX  22-8779 

第 3 条関係 連絡担当部局 
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■印南町災害協定一覧 

(平成 30 年 10 月現在） 

No. 協 定 先 協 定 名 称 

1 公益社団法人日本建築家協会 災害時の被災建物の応急活動等に関する協定 

2 公益社団法人日本建築家協会 災害時における住家の被害認定に関する協定 

3 一般社団法人和歌山県建築士会 災害時における住家の被害認定に関する協定 

4 
一般社団法人 
和歌山県建築士事務所協会 

災害時における住家の被害認定に関する協定 

5 
公益社団法人 
和歌山県トラック協会 

災害発生時における輸送及び荷捌き業務等の協力に
関する協定 

6 
和歌山県LPガス協会 
日高支部印南事業部 

災害発生におけるLPガス等の供給に関する協定 

7 紀州農業協同組合 防災関係の協働事業に関する協定 

8 
株式会社ココカラファイン 
ヘルスケア 

災害時における生活物資等の供給に関する協定 

9 株式会社フジ田産業 災害時におけるゴルフ場施設の利用に関する協定 

10 国土交通省近畿整備局 災害時等の応援に関する申し合わせ 

11 
和歌山県自動車整備振興会 
御坊支部印南ブロック 

災害発生時における復旧支援活動に関する協定 

12 印南町内３３区 災害発生時相互応援協定 

13 社会福祉法人 同仁会 災害時における地域の安心の確保等に関する協定 

14 宗教法人弘龍庵 災害時における施設の利用に関する協定 

15 
東京レジャー開発株式会社 
紀南カントリークラブ 

災害時におけるゴルフ場施設の利用に関する協定 

16 株式会社日本テクノ 災害時におけるゴルフ場施設の利用に関する協定 

17 印南町建設業協会 
災害時及び緊急を要する場合の応急対策業務に 
関する協定 

18 印南町管工事業協会 災害時における水道施設の応急復旧に関する協定 

19 日高医師会 災害時の医療救護に関する協定 

20 
御坊市、美浜町、日高町、 
由良町、みなべ町、日高川町 

災害時における応急対策活動の相互応援に関する 
協定書 

21 一般社団法人全国防災共助協会 防災ＡＲシステム利用に関する協定 

22 
一般社団法人 
和歌山県不動産鑑定士協会 

災害時における住家の被害認定に関する協定書 

23 印南町内郵便局 
災害発生時における印南町内郵便局の協力に関する 
協定書 

24 関電サービス株式会社 防災情報表示付き電柱広告に関する覚書 

25 
ＮＰＯ法人コメリ 
災害対策センター 

災害時における、物資供給に関する協定 

26 
有田市、御坊市、美浜町、 
由良町、上富田町 

災害時における基幹系電算システムの相互支援体制
に関する協定 

27 御坊日高老人福祉施設事務組合 
災害時等における地域の安心の確保等に関する 
協定書 

28 
日高環境衛生協同組合 
一般社団法人和歌山県清掃連合会

大規模災害時における一般廃棄物収集運搬及び仮設
トイレ設置に関する協定 

29 有限会社ワコー産業 災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定 
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